
立憲政治と国民道徳
-佐々木惣一『立憲非立憲』における「責任」を巡っ
て-

言語: jpn

出版者: 駿台史学会

公開日: 2020-07-30

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 大和, 友紀弘

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/21025URL



立
憲
政
治
と
国
民
道
徳

ー
佐
々
木
惣
一
『
立
憲
非
立
憲
』

「
駿
台
史
学
」
第
一
六
九
号
(
-
)
_
（
二
八
）
頁
、
二

0
二
0
年一＿一月

S
U
N
D
A
I
 S
H
I
G
A
K
U
 (
S
u
n
d
a
i
 Historical R
e
v
i
e
w
)
 

N
o
.
1
6
9
,
 
M
a
r
c
h
 2
0
2
0
.
 
p
p
.
 (
1
)
-
(
2
8
)
.
 

に
お
け
る

「
責
任
」

を
巡
っ
て
1

要
旨
本
稿
は
、
憲
法
学
者
佐
々
木
惣
一
の
著
作
『
立
憲
非
立
憲
』
を
、
時
代
状
況
の
な
か
で
読
み
解
い
た
。
こ
れ
ま
で
『
立
憲
非
立
憲
』
は
、
主
に
吉
野
作

造
な
ど
と
軌
を
一
に
す
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
一
貫
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
が
立
憲
政
治
を
説
明
す
る
と
同
時
に
「
国
民

道
徳
」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
「
立
憲
主
義
」
や
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
が
、
「
国
民
」
、
「
国
家
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
手
掛
か
り
と
し
て
論
じ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
を
迎
え
て
新
た
な
国
際
環
境
に
置
か
れ
た
大
正
期
の

H
本
に
お
い
て
、
佐
々
木
は
「
立
憲
主
義
」
の
普
遍
妥
当
性
を
積
極
的
に
肯
定
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
採
り
入
れ
た
こ
と
を
「
日
本
人
」
の
衿
持
と
し
て
意
識
し
て
い
た
。
『
立
憲
非
立
憲
』
は
、
権
力
分
立
に
よ
る
君
主
権
力
の
制
限
と
議
会
政
治

に
よ
る
国
民
の
政
治
参
加
を
と
も
に
重
視
し
、
立
憲
主
義
の
根
幹
と
し
て
「
責
任
の
観
念
」
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
国
務
大
臣
や
議
員
な
ど
の
国
家
機
関
の

地
位
に
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
な
い
、
「
国
民
」
と
し
て
の
責
任
で
あ
り
、
政
治
を
自
ら
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
で
あ
る
。
佐
々
木
の
立

憲
政
治
論
で
は
、
「
違
憲
」
で
な
い
だ
け
で
な
く
「
非
立
憲
」
で
な
い
行
動
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
政
治
権
力
に
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ

う
な
政
治
権
力
も
国
民
に
対
す
る
「
他
者
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
政
権
批
判
の
自
己
目
的
化
は
戒
め
ら
れ
た
。
立
憲
政
治
と
は
、
責
任
意
識
を

持
っ
た
国
民
が
政
府
を
通
じ
て
自
ら
の
生
活
を
決
定
し
、
社
会
的
価
値
を
実
現
し
て
い
く
方
法
を
意
味
し
て
い
た
。

国
民
と
し
て
の
「
責
任
」
の
自
覚
と
い
う
関
心
は
、
立
憲
政
治
と
国
民
道
徳
を
結
び
付
け
た
。
立
憲
政
治
が
西
洋
か
ら
形
の
う
え
で
輸
入
し
た
制
度
に
留
ま

る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
佐
々
木
は
、
国
民
道
徳
論
を
立
憲
政
治
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
、
相
互
補
完
的
に
機
能
す
る
と
考
え
て
い
た
。
立
憲
政
治
の

実
現
こ
そ
「
忠
君
愛
国
」
と
理
解
し
た
「
立
憲
非
立
憲
』
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
枠
組
み
で
は
語
り
得
な
い
大
正
と
い
う
時
代
の
特

徴
を
よ
く
反
映
し
た
著
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
国
民
国
家
、
国
体
、
憲
法
思
想
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
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大和友紀弘

本
は
、
「
世
界
の
中
の

H
本
」
と
い
う
意
識
を
強
め
る
と
と
も
に
、
国
内
体
制

(
1
)
 

の
問
題
で
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
再
確
認
」
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
既

に
大
正
元
年
に
は
、
国
家
法
人
説
（
い
わ
ゆ
る
天
皇
機
関
説
）
を
西
洋
法
学
の

通
説
で
あ
り
世
界
標
準
で
あ
る
と
し
て

H
本
憲
法
に
適
用
し
た
東
京
帝
国
大
学

の
美
濃
部
達
吉
に
対
し
、
同
僚
の
上
杉
懺
吉
が
反
撥
を
示
し
て
論
争
と
な
っ
て

(
2
)
 

い
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
吉
野
作
造
の
「
民
本
主
義
」
が
象

徴
的
役
割
を
果
た
し
て
い
く
一
方
、
普
遍
主
義
的
な
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
思
想

や
、
利
己
的
と
さ
れ
た
「
個
人
主
義
」
に
対
し
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
意

識
を
い
か
に
維
持
・
拡
大
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、

「
忠
孝
一
致
」
や
「
國
罷
」
観
念
に
も
と
づ
く
国
民
道
徳
論
が
井
上
哲
次
郎
や

(
3
)
 

穂
積
八
束
な
ど
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
時
代
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
目
し
た
い
の
が
、
京
都
帝
国
大
学
の
行

政
法
・
憲
法
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
佐
々
木
惣
一

年
）
の
「
立
憲
非
立
憲
」
（
『
大
阪
朝
日
新
聞
』

H
)
、
お
よ
び
関
連
す
る
論
稿
と
合
わ
せ
て
単
行
本
化
し
た
『
立
憲
非
立
憲
」

（
弘
文
堂
、

一
九
一
八
年
）
で
あ
る
。

天
皇
機
関
説
に
立
っ
た
佐
々
木
は
、
美
濃
部
と
と
も
に
「
立
憲
学
派
の
二
大

(
4
)
 

潮
流
」
と
評
さ
れ
、
「
立
憲
非
立
憲
」
は
吉
野
の
「
民
本
主
義
」
と
軌
を
一
に

(5) 

す
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

は
じ
め
に

一
九
一
六
年
一
月
一
日
ー
一
九

（
一
八
七
八
ー
一
九
六
五

「
国
際
化
」
と
「
国
民
化
」
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
進
行
し
た
大
正
期
の

8

議
論
は
、
「
政
治
家
た
る
者
は
違
憲
と
非
立
憲
と
の
厘
別
を
心
得
て
、
其
の
行

動
の
、
音
に
違
憲
た
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
非
立
憲
な
ら
ざ
る
よ
う
に
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
い
う
主
張
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
家
・
政
党
人
に
対
す
る

(
6
)
 

「
立
憲
主
義
」
の
観
点
か
ら
の
批
判
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
佐
々
木
が
『
立
憲
非
立
憲
』
に
収
録
し
た
論
文
「
立
憲
政
治
の
道

徳
的
意
味
」
に
お
い
て
、
「
國
民
道
徳
」
を
論
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
殆

一
般
的
に
国
民
道
徳
論
は
、
「
道
徳
教
育
の
国
家

(
7
)
 

に
よ
る
統
制
と
あ
い
ま
っ
て
唱
道
さ
れ
た
国
家
主
義
的
道
徳
運
動
」
と
さ
れ
、

憲
法
学
と
の
関
連
で
は
、
「
國
罷
」
観
念
と
一
体
と
な
っ
て
天
皇
機
関
説
排
撃

(8) 

の
底
流
を
な
し
て
い
た
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
尾
尊
兌
は
、

佐
々
木
を
「
国
民
主
義
的
自
由
主
義
者
」
と
評
し
た
が
、
「
一
生
を
か
け
て
権

力
と
対
決
さ
れ
た
こ
と
に
お
い
て
自
由
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
の
主
張
に
力
点

が
置
か
れ
、
「
国
民
主
義
」
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
二

0
一
六
年

に
「
立
憲
非
立
憲
』
が
復
刊
さ
れ
た
際
に
解
説
を
寄
せ
た
石
川
健
治
は
、
佐
々

木
が
国
民
道
徳
と
い
う
「
剣
呑
な
領
域
」
に
踏
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
言
及
し

つ
つ
、
「
あ
く
ま
で
立
憲
国
に
お
け
る
道
徳
的
自
由
を
論
ず
る
の
が
本
論
」
と

さ
れ
、

H
本
の
固
有
性
へ
の
言
及
は
「
立
憲
主
義
の
精
神
の
上
滑
り
を
回
避

し
、
土
着
を
図
る
方
途
と
し
て
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
「
立
憲
主
義
」
と
「
國
民
道
徳
」
は
佐
々
木
自
身
の
問
題
関
心
に

基
づ
い
て
、
と
も
に
積
極
的
に
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点

か
ら
、
両
者
の
絡
み
合
い
を
時
代
の
な
か
で
分
析
し
た
い
。
こ
の
点
で
、
大
正

期
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
進
展
を
、
国
家
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
如
何
に

ど
問
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。

(2) 
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を
特
徴
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
『
立
憲
非
立
憲
』
は
、
佐
々
木
の
憲
法
思
想
を
ど

の
よ
う
に
統
一
的
に
捉
え
る
か
と
い
う
論
点
か
ら
も
重
要
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
後
述
す
る
、
憲
法
を
条
文
の
解
釈

か
ら
だ
け
で
な
く
「
吾
々
の
生
活
か
ら
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
モ
チ
ー

フ
が
、
佐
々
木
憲
法
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
が
論
点
と

な
っ
て
き
た
。

小
林
孝
輔
は
佐
々
木
の
研
究
態
度
に
つ
い
て
、
『
立
憲
非
立
憲
」
(
-
九
一
八

年
）
に
お
け
る
「
生
気
に
み
ち
た
正
当
な
主
張
」
が
「
日
本
憲
法
要
論
』
（
一(13) 

九
三

0
年
）
に
到
っ
て
「
静
態
的
法
論
理
主
義
」
に
転
換
し
た
と
評
価
し
た
。

こ
れ
に
対
し
田
畑
忍
は
、
佐
々
木
が
「
政
論
」
と
「
法
論
」
を
区
別
し
て
い
た

こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
結
果
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
「
佐
々
木

他
方
で
法
学
者
と
し
て
の
佐
々
木
は
、
法
実
証
主
義
的
で
厳
密
な
条
文
解
釈

て
よ
り
、

一
九
三

0
年
代
後
半
に
佐
々
木
の
立
憲
主
義
論
が
「
天
皇
の
統

離
脱
し
た
か
と
い
う
尺
度
で
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
再
構
築
さ
れ
る
な
か
で
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
国
民

(JO) 

化
」
と
捉
え
る
有
馬
学
の
提
起
は
、
佐
々
木
を
検
討
す
る
際
に
も
示
唆
的
で
あ

る
。
佐
々
木
の
国
民
道
徳
論
に
つ
い
て
見
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
「
立
憲
非
立

憲
」
と
と
も
に
単
行
本
に
収
め
た
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
「
立
憲
非

立
憲
」
に
お
い
て
も
狭
義
の
政
治
家
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
寧
ろ
「
一
般

(11) 

國
民
」
の
「
責
任
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
ね

治
」
・
「
天
皇
親
政
」
論
へ
接
近
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

(12) 

て
も
、
大
正
期
の
佐
々
木
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
論
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

博
士
の
『
立
憲
非
立
憲
』
は
、
明
治
憲
法
を
貫
徹
し
て
い
る
歴
史
的
原
理
を
ふ

ま
え
て
の
「
政
論
」
で
あ
り
、
明
治
憲
法
の
解
釈
書
と
し
て
の
「
日
本
憲
法
要

論
」
は
、
政
論
を
わ
ざ
と
其
の
根
底
に
お
さ
え
て
の
「
法
論
」
又
は
「
法
解
釈

論
」
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
二
つ
は
、
佐
々
木
博
士
の
憲
法
学
（
憲
法
解
釈

学
を
含
ん
で
の
広
い
意
味
で
の
憲
法
学
）
に
於
て
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

(14) 

で
あ
る
」
。
そ
し
て
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
「
立
憲
非
立
憲
』
に
代
表
さ

釈
法
学
者
と
い
う
評
価
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
状
況

(15) 

と
い
え
る
。

佐
々
木
に
お
け
る
「
国
民
」
・
「
国
家
」
を
論
じ
る
に
は
、
「
法
論
」
（
憲
法
解

釈
）
と
「
政
論
」
の
区
別
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

解
釈
法
学
者
と
し
て
の
佐
々
木
と
「
立
憲
非
立
憲
」
を
書
い
た
佐
々
木
が
、
そ

の
憲
法
学
に
お
い
て
「
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に

ど
う
関
係
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
で
、
佐
々
木
の
『
立
憲
非
立

憲
」
を
読
み
解
い
て
い
く
。
そ
れ
は
佐
々
木
の
憲
法
思
想
を
論
じ
る
作
業
で
あ

る
と
同
時
に
、
大
正
期
に
お
け
る
「
立
憲
主
義
」
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
が
、

「
国
民
」
、
「
国
家
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
を
、
具
体
的
個
人
の
思

索
に
即
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
分
析
対
象
と
し
て
は
、
単
行
本

『
立
憲
非
立
憲
』
に
収
録
さ
れ
た
論
稿
が
中
心
と
な
り
、
他
の
著
作
を
用
い
て

佐
々
木
の
問
題
関
心
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
あ
わ
せ
て
当
時
の

周
辺
の
議
論
と
照
ら
し
、
同
時
代
の
議
論
の
文
脈
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み

れ
る
自
由
主
義
的
な
憲
政
評
論
の
存
在
に
注
目
し
、
「
法
実
証
主
義
」
的
な
解

(3) 
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一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
際
し
て
、
佐
々
木

は
戦
後
に
握
頭
す
る
で
あ
ろ
う
平
和
運
動
を
欧
州
の
み
の
平
和
に
留
ま
ら
せ
な

い
為
に
も
、
日
本
は
欧
州
諸
国
と
の
「
利
盆
共
同
の
開
係
」
を
超
え
て
「
文
明

(16) 

の
共
同
を
主
張
せ
ね
ば
成
ら
ぬ
」
と
説
い
た
。
同
時
に
佐
々
木
は
一
九
一
五
年

二
月
の
「
太
陽
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
國
家
獨
立
の
本
義
」
に
お
い
て
、
国
内
政

治
に
お
け
る
「
攀
國
一
致
」
と
と
も
に
、
国
家
外
部
の
関
係
に
つ
い
て
「
獨
立

の
必
要
」
を
再
認
識
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
獨
立
」
と
は
「
孤

立
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
他
の
園
家
と
の
共
存
の
中
に
獨
立
を
求

(17) 

め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
佐
々
木
は
「
立
憲
制
度
は
今

日
の
文
明
薗
の
共
通
の
政
治
主
義
」
で
あ
り
、
「
日
本
が
一
等
國
の
地
位
に
上

っ
た
の
は
決
し
て
武
力
ば
か
り
で
は
な
い
。
日
本
に
立
憲
制
度
が
行
は
れ
て
居

る
と
云
ふ
事
が
日
本
の
地
位
を
惟
界
に
向
つ
て
高
め
た
所
以
の
一
で
あ
る
」

と
、
「
文
明
國
」
共
通
の
制
度
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
「
一
等
國
」
意
識

を
覗
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
で
立
憲
制
度
が
「
立
派
」
に
行
わ
れ
な
い
な

ら
ば
、
西
洋
の
制
度
を
形
の
上
で
移
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
危

惧
し
て
い
た
。
「
精
稗
の
上
で
立
憲
的
と
な
る
の
で
は
な
く
て
制
度
の
上
で
、

西
洋
の
も
の
に
支
配
せ
ら
れ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
、
な
る
。
そ
う
な
る
な
ら

(18) 

ば
、
制
度
上
獨
立
を
失
ふ
も
の
で
あ
る
」
。

更
に
大
戦
は
、
外
国
の
国
家
・
国
民
意
識
に
も
注
意
を
向
け
さ
せ
た
。
ド
イ

た
い
。

一
、
第
一
次
世
界
大
戦
と

「
立
憲
非
立
憲
」

の
連
載

新
聞
」

ツ
留
学
中
か
ら
少
数
民
族
の
独
立
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
佐
々
木
が
、
大

戦
期
の
欧
州
情
勢
に
お
い
て
注
目
し
て
い
た
の
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

阪
朝
日
新
聞
」

戦
に
よ
り
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
自
立
の
目
的
を
達
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
し
、

ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
こ
れ
ま
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
策
を
概
説

る
。
佐
々
木
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
「
頗
る
熱
情
に
富
み
、
國
家
的
思
想
甚
だ

旺
盛
の
民
族
で
あ
る
」
と
し
、
「
領
土
」
、
「
人
民
の
智
能
の
程
度
」
、
「
経
清
的

状
況
」
を
考
え
て
、
「
匪
家
と
し
て
優
に
成
立
す
可
き
資
格
が
あ
る
」
と
批
評

(19) 

し
て
い
る
。
佐
々
木
の
論
調
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
同
情
的
で
独
立
に
共
感
を
滲
ま

せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
「
一
等
國
」
意
識
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
と
い

ち
な
み
に
佐
々
木
は
、
大
戦
の
原
因
を
ド
イ
ツ
の
「
カ
イ
ゼ
ル
陛
下
」
の
野

(20) 

心
に
婦
す
る
立
場
と
は
慎
重
に
距
離
を
取
っ
て
い
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
政
治
を

「
軍
國
主
義
」
と
見
て
模
範
に
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
戒
め
、
ド
イ
ツ
政
治
が

少
数
者
に
よ
り
独
断
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
真
相
を
知
ら
な
い
も

の
だ
と
し
、
そ
の
特
徴
を
「
規
律
の
下
に
於
け
る
自
由
」
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
お
い
て
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
月
一

日
か
ら
一
九
日
に
亙
っ
て
連
載
さ
れ
た
の
が
「
立
憲
非
立
憲
」
で
あ
っ
た
。
続

い
て
同
時
期
に
発
表
し
て
い
た
、
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
（
『
大
阪
朝
日

一
九
一
八
年
七
月
二
三
ー
三
一
日
、
八
月
一
ー
七
日
）
、
「
我
が
立
憲
制

え
る
。

し
て
、
今
後
の
国
際
関
係
の
変
動
に
注
意
を
促
し
た
比
較
的
長
文
の
も
の
で
あ

一
面
に
、
評
論
「
戦
局
と
波
蘭
民
族
」
を
連
載
し
て
い
る
。
大

ズ
ム
に
つ
い
て
で
あ
り
、

一
九
一
五
年
一
月
二
日
か
ら
六

8
に
か
け
て
の
『
大

(4) 



立憲政治と国民道徳

で
は
あ
る
ま
い
か
。
斯
か
る
見
地
よ
り
し
て
、
私
は
、
浅
學
を
も
顧
み

ら
れ
又
説
明
せ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
徹
底
し
な
い
感
じ
の
す
る
の
は
、

録
論
文
を
発
表
し
た
背
景
を
端
的
に
述
べ
て
い
る
。

単
行
本
は
版
を
重
ね
、

一
九
二

0
年
に
は
「
憲
法
裁
判
所
設
置
の
議
」
を
除
い

て、 度
の
由
来
」
（
掲
載
誌
不
明
、

學
評
論
j

第
二
巻
第
二
号
、

朝
日
新
聞
」

一
九
一
五
年
）
、
「
現
代
の
政
治
と
信
念
」
（
『
大

一
九
一
五
年
三
月
ニ
―
ー
ニ
五
日
）
、
「
憲
法
裁
判
所
設
置
の
議
」

（
『
大
阪
朝
日
新
聞
j

一
九
一
四
年
一
月
一
三
、
二
五
ー
ニ
九
日
）
と
あ
わ
せ

一
九
一
八
年
に
「
立
憲
非
立
憲
』
（
弘
文
堂
）
と
し
て
単
行
本
化
さ
れ
る
。

た
「
國
民
普
及
版
」
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
佐
々
木
は
「
序
」
で
、
収

立
憲
政
治
の
本
義
は
何
に
在
る
か
。
慎
の
立
憲
政
治
が
我
が
國
に
行
は
れ

な
い
の
は
何
の
故
か
。
之
は
、
憲
法
制
度
を
條
文
の
解
繹
か
ら
観
た
だ
け

で
分
る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
制
度
を
吾
々
の
生
活
か
ら
観
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
立
憲
政
治
な
る
も
の
が
、
今
や
我
が
園
民
の
間
に
大
に
唱
道
せ

恐
ら
く
は
、
其
の
観
方
に
就
て
右
述
べ
た
如
き
用
意
を
訣
い
て
居
る
か
ら

ず
、
聯
か
立
憲
政
治
の
本
義
を
明
に
し
た
い
と
考
へ
、
従
来
屡
之
に
開
す

(22) 

る
卑
見
を
公
に
し
た
。

佐
々
木
は
憲
法
制
度
を
条
文
の
解
釈
か
ら
だ
け
で
な
く
、
「
生
活
」
か
ら
観

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
「
東
京
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
本
書
の
広
告
を

見
る
と
、
「
決
し
て
空
文
浮
説
を
用
ゐ
て
形
式
的
に
法
律
を
解
繹
せ
る
が
如
き

(23) 

も
の
と
、
日
を
同
じ
く
し
て
論
ず
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
点
が
推
さ
れ
て
お
り
、

当
時
も
形
式
的
な
解
釈
法
学
と
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
本
書
は
受
け
取
ら

一
九
一
八
年
二
月
）
、
「
一
票
の
投
げ
所
」
（
『
大
阪

「
立
憲
非
立
憲
」
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
一
六
年
一
月
当
時
は
、
立
憲
同
志
会

と
評
価
さ
れ
る
一
方
、
既
に
大
浦
兼
武
内
務
大
臣
の
選
挙
干
渉
や
汚
職
事
件
が

問
題
化
し
て
い
た
。
同
じ
一
九
一
六
年
一
月
の
『
中
央
公
論
』
に
は
、
留
学
中

に
佐
々
木
と
親
交
を
も
っ
た
吉
野
作
造
の
論
文
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有

終
の
美
を
清
す
の
途
を
論
ず
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
吉
野
は
、
単
行

本
『
立
憲
非
立
憲
」
の
推
薦
文
を
、
数
行
の
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
中

(24) 

央
公
論
」
時
評
に
掲
載
し
て
お
り
、
ま
た
吉
野
の
日
記
(
-
九
一
五
ー
一
九
二

五
年
）
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
京
都
・
東
京
に
赴
く
際
に
互
い
の
自
宅
に
て
語
り

(25) 

合
う
な
ど
、
こ
の
時
期
も
個
人
的
交
流
が
深
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

「
立
憲
非
立
憲
」
の
冒
頭
で
は
、
日
本
に
お
い
て
「
立
憲
制
度
」
が
円
満
に

行
わ
れ
得
る
だ
ろ
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
佐
々
木
の
立
場
は
、
「
立
憲
主
義

は
現
今
世
界
文
明
國
の
政
治
上
の
大
則
で
あ
り
」
、
東
洋
人
か
西
洋
人
か
を
問

わ
ず
「
一
定
の
程
度
ま
で
進
歩
し
た
人
類
は
、
均
し
く
立
憲
制
度
を
要
求
す
る

(26) 

で
あ
ら
う
」
と
い
う
も
の
で
、
「
立
憲
主
義
」
へ
の
順
応
を
説
く
基
本
的
な
考

え
は
吉
野
と
も
一
致
し
て
い
る
。
尤
も
吉
野
の
「
憲
政
の
本
義
」
論
文
が
、

「
國
民
道
徳
」
や
「
國
罷
観
念
」
を
憲
法
学
へ
援
用
し
て
西
洋
流
の
立
憲
思
想

に
よ
る
憲
法
解
釈
を
拒
も
う
と
す
る
風
潮
へ
の
批
判
が
前
面
に
現
れ
、
「
各
國

憲
法
に
通
有
す
る
精
神
的
根
祗
」
、
あ
る
い
は
「
世
界
の
大
勢
」
が
強
調
さ
れ

（笞

て
い
る
の
に
対
し
、
佐
々
木
に
は
、
「
我
が
國
に
於
て
、
立
憲
制
度
が
闘
満
に

行
は
れ
る
や
否
や
の
問
題
は
、
帥
ち
、
日
本
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
と
が
能
＜

を
与
党
と
す
る
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
で
あ
り
、
政
党
内
閣
の
端
緒
を
開
い
た

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(5) 
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(28) 

調
和
を
保
ち
得
る
や
否
や
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
日
本
と
西
洋
の

佐
々
木
は
、
日
本
の
立
憲
制
度
採
用
に
対
す
る
「
獣
米
人
の
懐
疑
」
に
つ
い

て
、
「
西
洋
人
が
久
し
い
間
悪
載
苦
闘
し
て
漸
く
手
に
入
れ
た
獲
物
を
、
吾
々

日
本
人
は
談
笑
の
裡
に
受
取
っ
た
の
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
れ
を
観
る
西
洋
人
が

驚
く
の
も
無
理
は
な
い
と
、
日
本
の
偉
業
の
故
と
し
て
誇
り
つ
つ
も
、
元
老
の

存
在
や
議
会
政
治
の
実
状
に
対
す
る
悲
観
と
冷
笑
に
対
し
て
は
や
り
場
の
な
い

憤
慨
を
隠
し
切
れ
て
い
な
い
。
「
結
局
、

H
本
の
立
憲
制
度
は
、
靴
屋
が
其
の

仕
事
着
の
前
掛
の
ま
A

で
、
本
来
燕
尾
服
に
伴
ふ
べ
き
「
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
」
を

被
っ
た
も
の
に
似
た
も
の
だ
と
毒
づ
く
。
斯
う
書
い
て
居
る
う
ち
に
私
は
お
笑

ひ
草
ど
こ
ろ
で
は
な
く
非
常
に
腹
が
立
つ
て
来
た
。
讀
者
諸
君
も
然
う
で
あ
ら

う
。
腹
の
立
つ
の
は
尤
も
で
あ
る
。
が
、
翻
つ
て
思
ふ
に
、
吾
々
は
今
二
罷
誰

に
封
し
て
怒
つ
て
よ
い
の
か
。
〔
…
…
〕
西
洋
人
の
日
本
観
の
中
る
中
ら
ぬ
は

(29) 

別
と
し
て
、
吾
々
は
常
に
そ
れ
を
聞
く
の
雅
量
を
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
。

更
に
佐
々
木
は
立
憲
政
治
に
対
す
る
日
本
人
の
悲
観
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
立

憲
政
治
に
期
待
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
期
待
す
る
こ
と
で
生
じ
た
と
評
す
る
。

立
憲
政
治
と
な
れ
ば
自
由
を
得
て
租
税
も
軽
く
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
「
政

治
思
想
の
幼
稚
な
國
民
」
に
は
免
れ
難
い
が
、
立
憲
政
治
と
は
そ
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
。
「
人
類
が
荀
も
、
國
家
の
一
員
と
し
て
生
存
す
る
以
上
、
國
家

の
目
的
を
達
す
る
が
為
に
必
要
な
る
範
園
に
於
て
は
其
の
自
由
を
制
限
せ
ら

れ
、
又
租
税
を
納
付
す
べ
き
こ
と
云
ふ
ま
で
も
な
い
の
み
な
ら
ず
、
其
の
必
要

は
國
家
の
発
展
す
る
に
随
つ
て
盆
大
と
為
る
べ
き
で
あ
る
。
唯
立
憲
政
治
の
下

文
化
の
調
和
と
い
う
問
題
関
心
も
見
ら
れ
る
。

伴
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

一
般
の
国
民
が
そ
の
意
志
を
政
治
に
参
加
さ
せ
る
こ
と

二、

佐
々
木
の
考
え
る
「
立
憲
君
主
制
度
」
の
意
味
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

に
於
て
は
、
國
民
の
自
由
を
制
限
せ
ら
れ
、
又
租
税
を
課
せ
ら
る
、
こ
と
が
、

結
局
國
民
自
身
の
意
思
に
基
く
と
云
ふ
黙
が
専
制
政
治
の
下
に
於
け
る
と
異
つ

(30) 

て
居
る
」
。

の
ち
に
見
る
通
り
、
自
由
の
制
限
が
国
民
自
身
の
意
思
に
基
づ
く
と
い
う

点
、
個
人
の
自
由
と
国
家
主
義
の
調
和
が
、
佐
々
木
の
立
憲
政
治
論
に
お
い
て

は
特
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
は
議
会
政
治
の
位
置
付
け
を
中
心
に
、

制
度
と
運
用

(
1
)
「
立
憲
君
主
制
度
」
の
論
理

佐
々
木
は
、
独
立
の
国
家
機
関
の
参
与
に
よ
っ
て
君
主
の
統
治
権
の
行
使
を

制
限
す
る
思
想
と
、

が
、
「
立
憲
主
義
」
の
根
本
精
神
で
あ
る
と
す
る
。
「
國
家
の
三
作
用
に
付
て

夫
々
制
限
機
隅
が
設
け
ら
れ
て
あ
っ
て
、
且
立
法
の
一
般
と
重
な
る
行
政
と
に

参
輿
す
る
制
限
機
腸
が
一
般
の
國
民
に
依
て
作
成
せ
ら
れ
、
換
言
せ
ば
其
の
作

用
に
付
て
國
民
の
意
思
の
参
加
を
認
む
る
こ
と
、
之
が
立
憲
主
義
の
根
本
精
紳

-31) 

で
あ
る
」
。
統
治
権
を
制
限
す
る
た
め
の
一
一
一
権
分
立
に
加
え
、
特
に
国
民
の
政

治
参
加
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
法
と
し
て
立
憲
制
度
に
は
議
会
制
度
が

君
主
権
力
を
制
限
す
る
と
と
も
に
国
民
の
政
治
参
加
を
促
す
こ
の
議
論
に

は
、
「
立
憲
主
義
」
と
「
君
主
主
義
」
の
関
係
と
い
う
問
題
が
生
じ
か
ね
な
い
。

佐
々
木
は
、
君
主
が
統
治
権
の
行
使
に
つ
い
て
国
民
の
意
志
を
問
う
べ
き
で
あ

(6) 
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る
と
い
う
思
想
は
憲
法
に
よ
っ
て
初
め
て
出
て
き
た
の
で
は
な
く
、
「
古
か
ら

東
洋
の
君
主
道
の
慎
髄
で
あ
っ
た
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
佐
々
木
は
、

『
孟
子
』
に
お
け
る
君
主
の
人
材
登
用
に
関
す
る
一
節
を
引
用
し
（
「
梁
恵
王
章

句
」
下
、
七
）
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
之
れ
は
全
く
、
古
来
儒
家
の

説
の
如
く
、
國
家
の
政
治
は
君
主
の
私
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
云
ふ
根
本
精
稗

に
基
く
の
で
あ
ら
う
。
然
れ
ば
、
君
主
が
統
治
櫂
の
行
使
に
付
て
一
般
の
國
民

の
意
思
を
問
ふ
が
よ
い
と
云
ふ
思
想
は
、
寧
ろ
東
洋
の
君
主
道
の
特
徴
で
あ

る
。
立
憲
主
義
は
郎
ち
此
の
君
主
道
を
法
の
原
則
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
然
れ
ば
立
憲
主
義
を
以
て
東
洋
の
固
有
の
君
臣
の
爛
係
を
破
壊
す
る

(33) 

も
の
で
あ
る
か
の
如
く
考
ふ
る
は
大
な
る
誤
解
で
は
あ
る
ま
い
か
」
。

統
治
権
の
行
使
は
君
主
の
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、
古
来
か
ら
君
主
は
「
君

主
道
」
に
従
っ
て
き
た
と
言
う
。
だ
が
佐
々
木
は
単
に
徳
治
主
義
を
説
い
て
法

治
主
義
の
劃
期
性
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
立
憲
主
義
」
は
君
主

個
人
の
心
構
え
の
問
題
か
ら
、
「
法
の
上
の
義
務
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「

OP

ち
従
来
は
右
の
君
主
道
は
寧
ろ
君
主
一
箇
の
心
得
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
が
、
憲
法
の
制
定
と
共
に
法
の
上
の
義
務
と
為
つ
た
。
〔
…
…
〕
世
界
常
に

明
君
の
出
づ
る
こ
と
を
必
と
し
難
い
か
ら
、
如
何
な
る
君
主
の
下
に
在
つ
て

(34) 

も
、
君
主
道
の
行
は
れ
る
や
う
に
す
る
の
が
、
郎
ち
憲
法
の
目
的
で
あ
る
」
。

更
に
「
我
が
立
憲
制
度
の
由
来
」
(
-
九
一
五
年
）
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
精

神
は
建
国
以
来
存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
解
に
対
し
、
国
家
作
用
が
国
民
の
参

与
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
憲
法
の
精
神
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
治
維
新
後
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
が
。

國
民
の
要
求
を
容
れ
ら
れ
て
和
氣
謡
々
の
中
に
憲
法
を
下
さ
れ
た
と
い
ふ
貼
）7
 

ヽ
~

有
の
「
國
民
の
自
己
主
張
の
思
想
」
で
あ
り
、
憲
法
の
由
来
は
「
國
民
の
自
己

、
、
、
、

佐
々
木
は
、
「
君
主
道
」
を
法
の
原
則
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
「
立

憲
主
義
」
の
連
続
性
に
力
点
を
置
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
の
劃
期
性
を
強
調
す

る
時
も
あ
っ
た
。

佐
々
木
に
お
い
て
憲
法
の
劃
期
性
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
国
通

主
張
の
思
想
」
の
発
達
を
離
れ
て
は
、
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。

「
國
民
が
國
家
的
生
活
に
於
て
、
自
己
を
意
識
し
自
己
を
主
張
す
る
の
思
想
を

(36) 

有
し
な
い
間
は
、
憲
法
と
云
ふ
問
題
は
起
り
得
な
い
」
。
こ
れ
は
ど
の
国
の
憲

法
に
も
当
て
は
ま
る
普
遍
的
契
機
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
日

本
に
お
い
て
は
そ
れ
が
君
民
の
抗
争
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
「
君
主
が

が
、
他
國
に
見
な
い
貴
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
恰
も
そ
こ
に
慎
の
君
民
和
合
の
美

(37) 

が
存
す
る
の
で
あ
る
」
と
、
日
本
の
独
自
性
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
「
立
憲
君
主
制
度
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
「
君
主
主

義
と
民
主
主
義
と
の
差
異
は
、
全
く
統
治
櫂
が
君
主
に
依
り
て
継
攪
せ
ら
れ
る

か
、
又
は
國
民
に
依
つ
て
継
攪
せ
ら
れ
る
か
の
貼
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

君
王
が
、
其
の
統
治
櫂
の
行
使
に
付
て
、
制
限
を
受
く
る
こ
と
は
、
決
し
て
君

主
た
る
の
本
質
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
郎
ち
立
憲
主
義
は
民
主
主
義
と
は

何
の
開
係
も
な
い
。
此
に
於
て
か
、
立
憲
君
主
制
度
な
る
も
の
が
成
立
す
る
の

(38) 

で
あ
る
」
。
佐
々
木
は
「
立
憲
主
義
」
と
主
権
論
と
し
て
の
「
民
主
主
義
」
を

切
り
離
す
こ
と
で
、
「
君
主
主
義
」
と
「
立
憲
主
義
」
は
何
ら
矛
盾
し
な
い
も

の
と
す
る
。
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は
な
い
の
で
あ
る
。

会
と
国
務
大
臣
の
円
満
な
関
係
を
保
つ
手
段
は
、
国
務
大
臣
を
議
会
の
多
数
党

更
に
「
議
會
政
治
」
と
い
う
場
合
に
も
、
二
つ
の
意
味
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
佐
々
木
は
言
う
。
そ
れ
は
「
君
主
が
、
圃
滴
に
政
治
を
行
ふ
が
為

に
、
適
営
な
方
法
だ
と
思
考
し
て
、
議
會
の
多
敷
黛
に
圏
す
る
者
を
園
務
大
臣

に
任
用
す
る
こ
と
」
と
、
「
君
主
が
、
國
法
上
然
う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、

議
會
の
多
敷
黛
に
局
す
る
者
を
大
臣
に
任
用
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
佐
々
木
は

(39) 

前
者
を
「
運
用
上
の
議
會
政
治
」
、
後
者
を
「
制
度
上
の
議
會
政
治
」
と
呼
ぶ
。

「
制
度
上
の
議
會
政
治
」
は
君
主
を
議
会
の
意
志
を
執
行
す
る
に
過
ぎ
な
い
存

在
と
し
、
君
主
主
義
を
破
壊
す
る
。
し
か
し
既
に
議
会
制
度
を
採
る
以
上
、
議

か
ら
と
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
運
用
上
の
議
會
政
治
は
、
立
憲
政

治
に
伴
ふ
所
の
自
然
の
結
果
で
あ
る
」
と
、
政
党
内
閣
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ

(40) 
る。

他
方
で
、
佐
々
木
に
お
い
て
立
憲
政
治
が
運
用
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
制
度

論
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
、
『
立
憲

非
立
憲
』
に
も
収
め
ら
れ
た
「
憲
法
裁
判
所
設
置
の
議
」
(
-
九
一
四
年
）
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
佐
々
木
は
、
「
憲
法
遵
守
の
第
一
義
は
國
民
の
憲
法
思
想

(41) 

の
訓
練
に
在
つ
て
、
第
二
義
は
憲
法
擁
護
制
度
の
規
定
に
在
る
」
と
す
る
。
こ

の
論
文
で
は
、
議
会
政
治
を
直
ち
に
憲
法
政
治
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
慎
重
な

姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
運
用
と
し
て
の
議
会
政
治
が
「
自
然
の
結
果
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
議
会
政
治
の
下
で
は
常
に
憲
法
が
遵
守
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

佐
々
木
は
、
法
理
上
の
見
地
よ
り
内
閣
の
行
為
が
憲
法
違
反
か
否
か
を
判
定

(2)
「
非
立
憲
」
的
態
度
へ
の
批
判

み
て
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
観
測
が
あ
る
。

す
る
「
憲
法
裁
判
所
」
の
必
要
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
超
然
内
閣
の
下
よ
り
も

議
会
政
治
の
下
に
お
い
て
重
大
と
な
る
と
い
う
。
「
超
然
内
閣
が
、
憲
法
違
反

の
行
為
を
為
し
た
場
合
に
は
、
議
會
は
通
常
遠
慮
な
く
之
を
責
め
る
で
あ
ら

う
。
之
に
反
し
て
議
會
内
閣
の
場
合
に
は
、
内
閣
は
議
會
の
意
思
に
基
い
て
居

る
か
ら
、
内
閣
が
憲
法
違
反
の
行
為
あ
り
と
す
る
も
、
議
會
は
或
は
之
を
責
め

ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
議
會
の
少
敷
黛
は
之
を
責
む
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
何
等

の
効
果
を
も
生
ぜ
ぬ
。
か
う
云
ふ
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
議
會
以
外
に
純
梓

に
法
理
上
の
見
地
よ
り
し
て
内
閣
の
行
為
を
判
定
す
る
の
制
度
が
、
必
要
と
な

(42) 

る
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
は
議
会
政
治
の
も
と
で
の
多
数
党
の
専
制
が
考
慮
さ

、
、
、
、

れ
、
法
律
上
の
責
任
の
監
督
を
議
会
自
身
に
委
ね
る
の
は
、
政
治
の
実
際
を
鑑

こ
の
他
、
議
会
の
大
臣
弾
劾
制
度
に
つ
い
て
、
政
党
内
閣
制
を
定
着
さ
せ
れ

、
、
、
、
、
、

(43)

ば
「
｛
貰
用
が
な
く
な
」
る
と
観
て
い
た
吉
野
に
対
し
、
佐
々
木
は
制
度
化
を
主

張
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
立
憲
政
治
を
慣
行
に
留
ま
ら
ず
に
制
度
化
し
て
い
こ

う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
特
徴
で
あ
る
。

と
は
い
え
佐
々
木
と
吉
野
は
と
も
に
「
現
代
の
政
論
家
」
の
代
表
と
目
さ
れ
る

と
同
時
に
、
「
政
治
哲
學
に
欠
け
て
ゐ
る
」
、

ギ
リ
ス
憲
政
論
』

(44) 
た。

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
『
イ

の
祖
述
で
あ
る
、
等
と
一
括
り
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

以
下
で
は
、
『
立
憲
非
立
憲
』

で
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
、
「
純
梓
に
法
理

(8) 
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上
の
見
地
」
だ
け
で
は
立
憲
政
治
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
関
心
を
追
っ
て
い

区
別
し
、
立
憲
政
治
に
伴
う
「
自
然
の
結
果
」
と
し
て
前
者
の
議
会
政
治
を
支

持
し
た
。
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
は
違
憲
か
合
憲
か
と
い
う
法

理
で
あ
る
が
、
政
府
の
行
動
が
合
憲
で
あ
れ
ば
立
憲
政
治
が
行
わ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
佐
々
木
は
こ
の
こ
と
を
、
「
違
憲
」
に
対
し
て

「
非
立
憲
」
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
で
論
じ
た
。

政
治
は
固
よ
り
憲
法
に
違
反
し
て
は
な
ら
ぬ
。
而
も
憲
法
に
違
反
し
な
い

の
み
を
以
て
直
に
立
憲
だ
と
は
云
へ
な
い
。
違
憲
で
は
無
い
け
れ
ど
も
而

は
、
寅
に
此
の
貼
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
違
憲
と
は
憲
法
に
違
反
す
る

と
謂
ふ
に
過
ぎ
な
い
が
、
非
立
憲
と
は
立
憲
主
義
の
精
神
に
違
反
す
る
こ

と
を
謂
ふ
。
違
憲
は
固
よ
り
非
立
憲
で
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
、
違
憲
で

は
な
く
と
も
非
立
憲
で
あ
る
と
云
ふ
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
然
れ

ば
荀
く
も
政
治
家
た
る
者
は
違
憲
と
非
立
憲
と
の
匿
別
を
心
得
て
、
其
の

行
動
の
、
音
に
違
憲
た
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
非
立
憲
な
ら
ざ
る
や
う
に

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
違
憲
だ
、
違
憲
で
な
い
と
云
ふ
貼
の
み
を
以
て
攻

(45) 

撃
し
、
緋
護
す
る
が
如
き
は
、
低
級
政
治
家
の
態
度
で
あ
る
。

「
立
憲
君
主
制
度
」
の
も
と
で
は
、
君
主
の
国
務
上
の
行
為
に
つ
い
て
、
国

務
大
臣
が
必
ず
輔
弼
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
大
臣
責
任
制
の
意
味
に
徴
し
て
、

国
務
大
臣
は
自
ら
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
用
意
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
ま

た
、
衆
議
院
の
少
数
党
が
貴
族
院
の
力
を
借
り
て
政
府
を
倒
す
こ
と
に
つ
い

も
非
立
憲
だ
と
す
べ
き
場
合
が
あ
る
。
立
憲
的
政
治
家
た
ら
ん
と
す
る
者

き
た
い
。
佐
々
木
は
「
運
用
上
の
議
會
政
治
」
と
「
制
度
上
の
議
會
政
治
」
を

吉
野
作
造
も
、
既
に
一
九
一
四
年
に
は
「
違
憲
」
と
「
非
立
憲
」
の
区
別
を

(49)

、
、
、
、
、
、
、
、

主
張
し
て
お
り
、
「
憲
政
の
本
義
」
論
文
に
お
い
て
も
、
「
憲
政
の
圃
滴
な
る
運

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

用
如
何
の
問
題
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
只
其
事
が
違
憲
な
ら
ざ
る
や
否
や
の
黙

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
み
を
見
た
の
で
は
定
ら
な
い
。
更
に
非
立
憲
な
ら
ざ
る
や
否
や
の
黙
を
も
見

、
、
、
、
、
、
、
ヽ
(50)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
佐
々
木
と
酷
似
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

て
、
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
し
て
も
「
立
憲
主
義
の
精
紳
」
に
反
す
る
と
し

(46) 
た
。
か
つ
て
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
は
、
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
に
よ
り
世
論
の

批
判
が
た
か
ま
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
与
党
政
友
会
が
衆
議
院
に
過
半
数
を
占

め
て
い
な
が
ら
貴
族
院
に
よ
る
倒
閣
運
動
に
よ
っ
て
総
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
佐
々
木
は
こ
の
過
程
を
立
憲
政
治
の
観
点
か
ら
好
ま
し
く
思
っ
て
い
な

貴
族
院
と
衆
議
院
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
立
憲
非
立
憲
」
連
載
の
翌
月
の

じ
て
い
る
。
衆
議
院
は
国
民
の
多
数
の
意
見
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
貴

族
院
は
衆
議
院
の
意
見
を
重
ん
じ
な
く
て
も
「
違
憲
」
で
は
な
い
が
「
非
立

憲
」
で
あ
る
と
い
う
。
佐
々
木
は
、
政
治
家
に
「
立
憲
主
義
の
精
紳
」
に
適
っ

た
行
動
を
要
求
し
た
が
、
同
時
に
こ
の
論
文
の
末
尾
を
、
「
此
の
こ
と
は
、
賓

は
獨
り
政
治
家
諸
氏
に
封
す
る
の
み
で
は
な
く
、

(47) 

注
意
を
促
し
た
い
」
と
結
ん
で
い
る
こ
と
は
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
山

(48) 

本
内
閣
を
倒
す
た
め
に
民
衆
運
動
が
貴
族
院
に
期
待
を
寄
せ
た
こ
と
に
対
し
て

も
、
佐
々
木
は
「
非
立
憲
」
と
の
評
価
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
大
正
期
に
新
聞
紙
上
及
び
一
般
向
け
の
著
作
で

一
般
國
民
に
封
し
て
も
切
に

「
中
央
公
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
貴
族
院
の
櫂
威
の
営
、
不
常
」
で
も
論

か
っ
た
。

(9) 
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性
を
再
認
識
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

一
九
二

0
年
に
「
立
憲
非
立
憲
』

の

展
開
し
た
こ
と
の
意
味
は
軽
視
で
き
な
い
と
は
い
え
、
「
違
憲
」
と
「
非
立
憲
」

の
区
別
自
体
は
佐
々
木
や
吉
野
の
学
問
的
な
独
創
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
例

え
ば
、
以
前
か
ら
「
条
文
法
学
」
の
批
判
者
で
あ
っ
た
美
濃
部
達
吉
は
、
法
律

の
背
後
に
あ
る
政
治
道
徳
を
理
解
す
る
必
要
を
説
き
、
「
文
字
に
は
背
か
ず
と

(51) 

も
少
く
と
も
精
軸
に
反
す
る
」
よ
う
な
状
況
を
指
摘
し
て
い
た
。
ま
た
東
大
法

科
教
授
の
小
野
塚
喜
平
次
の
「
政
治
學
大
綱
』
(
-
九

0
三
年
）
に
は
、
既
に

(52) 

上
述
の
よ
う
な
「
非
立
憲
」
概
念
の
説
明
が
見
ら
れ
、
吉
野
や
佐
々
木
に
影
響

を
与
え
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
早
く
か
ら
小
野
塚
を
引
用
し
つ
つ

「
非
立
憲
的
行
動
」
を
批
判
し
て
い
た
の
が
助
教
授
時
代
の
上
杉
懺
吉
で
あ
っ

た
。
上
杉
は
一
九
〇
六
年
の
論
文
「
非
立
憲
」
に
お
い
て
、
「
非
立
憲
的
行
動

ト
ハ
政
治
的
不
道
徳
卜
云
ハ
ン
カ
如
シ
法
ノ
文
字
章
句
二
違
反
ス
ル
ノ
違
憲
二

非
ス
ト
雖
モ
憲
法
ノ
精
神
ト
ス
ル
所
二
背
戻
ス
ル
ヲ
云
フ
」
と
し
、
緊
急
勅
令

を
次
期
議
会
開
会
前
に
廃
止
し
て
そ
の
承
諾
を
求
め
な
い
こ
と
や
、
国
務
大
臣

が
天
皇
に
上
奏
し
て
責
任
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
行
動
な
ど
を
批
判
し
て
い
た
の

(53) 

で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
佐
々
木
に
お
い
て
「
非
立
憲
」
論
の
展
開
が
、
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
尊
重
と
い
う
問
題
を
制
度

的
に
考
え
て
い
た
佐
々
木
も
、
同
時
に
そ
の
限
界
を
認
識
し
て
い
た
。
他
方

で
、
『
立
憲
非
立
憲
」
を
刊
行
し
て
僅
か
一
年
後
に
、
佐
々
木
は
論
文
「
法
學

ノ
罷
系
」
の
な
か
で
、
自
己
批
判
と
も
読
め
る
形
で
、
「
解
繹
法
學
」
を
軽
視

(54) 

す
る
学
界
の
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
佐
々
木
が
実
定
法
解
釈
の
重
要

則
と
し
て
実
際
上
強
い
力
を
持
つ
と
さ
れ
、

の
ち
の
体
系
書
『
日
本
憲
法
要

ょ、,1
 

一
九
一
七
年
七
月
の
『
日
本
及
日
本
人
」
に
論
文
「
政
治
に
対
す
る
反
動

に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
國
民
普
及
版
」
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
こ
れ
を
以
て
「
政
論
」

か
ら
「
解
繹
法
學
」
へ
の
転
換
と
し
て
強
調
し
過
ぎ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
法
理
に
名
を
借
り
て
徳
義
を
軽
視
す
る
態
度
へ
の
批
判
は
、
既
に
明

治
期
の
佐
々
木
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
後
年
の
論
文
「
法
規
範
と
法
外
の
規
範
」

（
『
公
法
雑
誌
』

る
規
範
に
従
て
行
動
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
思
想
を
「
法
萬
能
論
」
と
呼
ん
で

(56) 

批
判
し
て
い
る
。
力
点
の
移
動
は
あ
れ
ど
も
、

反
し
て
い
な
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
よ
い
と
い
う
態
度
を
批
判
し
て
い
る
の
で

、、

あ
り
、
『
立
憲
非
立
憲
』
も
、
憲
法
の
研
究
は
条
文
の
解
釈
だ
け
で
完
結
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
立
憲
非
立
憲
」
に
お

い
て
は
、
法
外
の
規
範
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

の
意
図
は
、
法
解
釈
と
比
べ
て
軽
重
を
付
け
る
の
で
は
な
く
、
区
別
す
る
こ
と

で
は
、
そ
の
規
範
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
。
佐
々
木

と
反
省
」
を
発
表
し
て
「
違
憲
」
と
「
非
立
憲
」
の
区
別
を
再
び
説
き
、
真
に

「
憲
法
の
精
紳
」
が
会
得
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
憲
法
の
運
用
に
つ
い
て
自
然

と
継
続
的
の
方
針
が
成
立
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
と
し
、
こ
の
方
針
を
「
憲
法

運
用
の
習
俗
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
法
の
規
則
で
は
な
い
が
、
政
治
の
規

論
』
に
お
い
て
、
「
憲
法
ノ
規
定
ノ
範
園
内
二
於
テ
、
成
ル
ベ
ク
立
憲
主
義
ノ

一
貫
し
て
佐
々
木
は
、
法
に
違

「
道
徳
上
」
や
「
風
俗
上
」
の
規
範
も
あ
る
と
し
、
「
我
々
の
社
會
生
活
は
法
た

一
九
四

0
年
―
一
月
）
で
も
、
社
会
生
活
に
お
け
る
規
範
に
は

(10) 
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精
軸
二
適
應
シ
テ
之
ヲ
運
用
セ
ン
ト
ス
ル
」
規
範
で
あ
る
「
憲
法
的
習
律
」
と

(58) 

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
「
立
憲
主
義
の
精
神
」
と
し
て
の

「
責
任
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
が
国
民
道
徳
論
へ
と
展
開
し
て
い
く
論
理

一
般
国
民
の

(
1
)
責
任
の
観
念

「
責
任
」

「
立
憲
主
義
の
精
神
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
。

佐
々
木
は
、
立
憲
政
治
を
実
現
す
る
た
め
に
国
民
の
有
す
べ
き
性
格
に
つ
い

(59) 

て
、
「
特
に
責
任
の
観
念
を
學
げ
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
責
任
」
が

重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
立
憲
政
治
に
お
い
て
、
特
に

「
責
任
の
観
念
」
を
必
要
と
す
る
の
は
、
「
國
家
機
隅
の
地
位
」
と
「
一
般
國
民

の
地
位
」
の
両
者
で
あ
る
と
す
る
。

第
一
に
「
國
家
機
開
の
地
位
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
見
た
大
臣
責
任
論
の
問

題
で
あ
り
、
責
任
の
掃
着
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。

佐
々
木
は
、
こ
の
観
点
か
ら
、
天
皇
の
行
う
国
務
に
つ
い
て
は
全
て
国
務
大
臣

の
輔
弼
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
国
務
大
臣
の
輔
弼
外
に
あ
る
国
務
と
い
う

(60) 

も
の
を
認
め
な
か
っ
た
。
憲
法
が
「
國
家
的
生
活
の
法
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
國
家
機
隅
の
地
位
」
に
つ
い
て
は
当
然
に
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
特
に
議
会

が
大
臣
の
責
任
を
問
う
方
法
と
し
て
、
「
弾
劾
の
制
度
」
の
設
置
を
主
張
し
て

(61) 

い
る
。し

か
し
注

H
す
べ
き
は
、
次
に
見
る
「
一
般
國
民
の
地
位
」
に
つ
い
て
で
あ

三、

を
辿
っ
て
い
き
た
い
。

る
と
佐
々
木
は
述
べ
る
。
代
議
士
の
「
腐
敗
」
も
候
補
者
の
「
下
劣
」
も
事
実

の
責
任
の
観
念
の
必
要
な
る
こ
と
が
、
盆
々
明
と
為
る
で
あ
ら
う
。
私
は

前
に
、
國
家
機
腸
と
し
て
の
行
動
と
云
ふ
立
場
か
ら
、
國
民
の
責
任
の
観

念
を
説
い
た
が
賓
は
之
は
抑
も
末
の
問
題
で
あ
る
。
園
民
は
、
國
家
機
腸

蹄
す
る
も
の
だ
と
云
ふ
観
念
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
か
と
云
ふ
に
、

立
憲
政
治
は
結
局
國
民
が
政
治
を
自
ら
し
て
居
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

政
府
は
議
會
に
立
脚
し
て
居
り
、
議
會
は
國
民
の
選
畢
に
成
る
も
の
で
あ

る
者
は
、
園
家
機
闘
の
地
位
に
在
る
と
否
と
を
問
は
ず
、
政
治
に
付
て
、

責
任
を
感
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

国
家
機
関
と
し
て
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
「
末
の
問
題
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
立
憲
政
治
は
「
國
民
が
政
治
を
自
ら
し
て
居
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
国
家
機
関
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
「
展
民
」
と
し
て
の
責
任
に

佐
々
木
の
議
論
の
重
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
立
憲
非
立
憲
』
に
収
録
さ
れ
た

「
一
票
の
投
げ
所
」
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
世
の
中
に
は
、
形
は
他
人
の
事
の

よ
う
に
見
え
て
実
は
自
分
の
事
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
し
、
選
挙
は
そ
れ
で
あ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
代
議
士
の
腐
敗
は
、
国
民
の
腐
敗
に

基
づ
く
こ
と
が
多
い
。
「
下
劣
な
者
が
敢
て
候
補
者
に
立
つ
の
は
、
従
来
國
民

が
下
劣
な
も
の
を
選
攀
し
来
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
吾
々
國
民
は
徒
ら

る
か
ら
、
政
治
は
国
民
が
自
ら
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
國
民
た

た
る
こ
と
に
爛
係
な
く
、

一
般
の
展
民
と
し
て
、
政
治
が
自
己
の
責
任
に

る。

第
二
に
、

一
般
圃
民
の
地
位
を
観
る
と
き
は
、
立
憲
政
治
の
賓
現
に
園
民

(11) 
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二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。

―
つ
は
「
世
人
は
、
官
に
反
封
す
る
と
云
ふ
こ
と
そ

に
代
議
士
の
腐
敗
や
候
補
者
の
下
劣
の
み
を
責
む
べ
き
で
は
な
く
、
寧
ろ
自
ら

を
責
む
べ
き
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
考
え
は
未
だ
国
民
の
間
に
徹
底
し

て
い
な
い
と
佐
々
木
は
見
た
。
「
私
は
、
現
今
我
が
國
民
は
一
般
に
他
を
責
め

て
自
分
を
責
め
な
い
と
云
ふ
風
が
あ
り
は
し
ま
い
か
と
考
へ
る
。
そ
し
て
、
之

(63) 

が
立
憲
政
治
の
賞
現
せ
ら
れ
な
い
根
本
の
理
由
だ
と
思
ふ
」
。
こ
こ
で
佐
々
木

は
、
他
を
責
め
て
自
分
を
責
め
な
い
と
い
う
傾
向
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
、

「
立
憲
政
治
の
賓
現
せ
ら
れ
な
い
根
本
の
理
由
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ

も
ち
ろ
ん
、
「
國
民
が
政
治
を
自
ら
す
る
」
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
民
主
主
義
」
で
は
な
く
「
立
憲
主
義
」
で
あ
り
、
帝
国
憲
法
の
も
と
で
は
、

に
於
て
は
、
展
民
は
常
に
時
の
政
府
の
政
策
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て

忌
憚
な
く
之
を
論
評
し
、
場
合
に
依
つ
て
時
の
政
府
の
更
迭
を
要
求
す
る
も
少

し
も
差
支
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
に
対
し
て
国
民
が
批
判
的
に

対
峙
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
「
責
任
」
の
意
義
は
こ
こ

で
終
わ
ら
な
い
。
佐
々
木
は
、
政
府
へ
の
批
判
は
「
常
に
政
策
の
遂
行
と
云
ふ

立
場
に
於
て
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
唯
政
府
と
云
ふ
も
の
に
反
封
す
る

の
勇
氣
を
尚
ぶ
と
云
ふ
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
此
の
貼
に
就
て
は
、
私
の
観

察
に
し
て
誤
ら
ず
ん
ば
、
我
が
國
に
於
て
は
、
間
違
っ
て
而
し
て
頗
る
幼
稚
な

(64) 

思
想
が
あ
る
と
思
ふ
」
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

「
幼
稚
な
思
想
」
と
は
官
民
の
関
係
に
関
す
る
誤
解
で
あ
り
、
具
体
的
に
は

「
政
治
を
自
ら
す
る
」
の
意
味
が
重
要
と
な
る
。
佐
々
木
は
、
「
政
府
と
の
賜
係

る。

憲
政
治
は
、
國
民
が
、
議
會
を
通
じ
て
又
政
府
を
通
じ
て
、
自
ら
政
治
を
す
る

れ
自
身
を
以
て
、
唯
謁
も
な
く
、

は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
「
第
二
に
、
世
人

は
、
官
に
反
封
す
る
こ
と
を
偉
い
と
せ
ざ
る
ま
で
も
、
唯
謁
も
な
く
官
を
卑
み

民
を
尊
ぶ
の
風
は
な
い
で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
立

の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
精
紳
は
官
民
一
罷
に
在
る
可
き
」
な
の
で
あ
り
、
「
官

民
の
間
に
尊
卑
な
し
と
云
ふ
の
が
立
憲
政
治
の
本
罷
で
あ
る
」
と
、
佐
々
木
は

(65) 

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
府
に
反
対
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
尊
ば
れ
、
歓
迎

さ
れ
る
社
会
は
、
幼
稚
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
斯
く
考
へ
束
れ
ば
、
彼
の

新
聞
紙
が
、
官
に
反
封
す
れ
ば
、
箪
に
其
の
こ
と
で
世
人
に
歓
迎
せ
ら
れ
る
が

如
き
社
會
、
又
人
氣
あ
る
政
治
家
が
其
の
人
氣
を
保
つ
が
為
に
は
、

い
つ
ま
で

も
野
に
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
如
き
社
會
は
、
立
憲
政
治
の
立
場
か
ら
観
て
、
幼

(66) 

稚
の
も
の
で
あ
る
」
。

政
権
批
判
の
自
己
目
的
化
は
国
民
の
責
任
意
識
を
空
洞
化
す
る
。
こ
こ
で
い

う
「
自
ら
政
治
を
す
る
」
と
は
、
国
民
が
政
府
を
外
在
的
機
関
と
考
え
ず
に
、

(67) 

自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
、
「
責
任
主
体
」
と
し
て
の
国
民
を
意
味
し

て
い
た
と
い
え
る
。
「
立
憲
政
治
の
賓
現
に
最
も
必
要
な
る
も
の
は
、
賓
は
、

他
人
に
依
つ
て
公
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
付
て
の
責
任
の
観
念
よ
り
も
、
政

(68) 

治
を
自
ら
す
る
こ
と
に
付
て
の
責
任
の
観
念
で
あ
る
」
。
政
府
あ
る
い
は
政
治

家
は
、
国
民
に
と
っ
て
「
他
者
」
と
し
て
対
峙
し
て
い
る
存
在
で
は
な
い
の
で

(69) 

あ
る
。

一
種
偉
い
こ
と
の
や
う
に
考
へ
て
居
る
の
で

(12) 



立憲政治と国民道徳

の
み
を
以
て
し
て
、
営
然
に
選
學
櫂
を
否
認
す
べ
き
も
の
と
し
た
、
過
去
の
思

す
る
程
、

一
層
大
に
、
政
治
に
注
意
す
る
の
必
要
が
あ
る
。
然
ら
ず
ん
ば
、
國

佐
々
木
は

『
普
通
選
攀
』
と
題
し
た
小
冊
子
の
な
か
で
、
代
議
制
度
は
選
挙

挙
制
度
を
主
張
し
た
こ
と
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

(2)
普
通
選
挙
と
立
憲
教
育
へ
の
期
待

国
民
は
議
会
を
通
じ
て
「
自
ら
政
治
を
す
る
」
と
い
う
佐
々
木
の
主
張
は
、

「
代
表
」

(
R
e
p
r
a
s
e
n
t
a
t
i
o
n
)

の
論
理
を
前
提
と
し
て
い
た
。
ゲ
オ
ル
ク
・

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
代
表
と
は
、
あ
る
ひ
と
り
の
人
間
と
他
の
ひ
と

り
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
人
間
と
の
関
係
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
者
の
意
思
が

直
ち
に
後
者
の
意
思
と
み
な
さ
れ
、
か
く
し
て
両
者
を
―
つ
の
人
格
と
み
な
す

(70) 

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
関
係
を
い
う
」
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
佐
々

(71) 

木
が
、
制
度
上
の
「
客
分
」
を
つ
く
り
だ
す
制
限
選
挙
を
問
題
視
し
、
普
通
選

さ
れ
た
者
が
国
民
の
意
志
を
「
代
表
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
仮
定
」
に

基
礎
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
正
確
に
は
、
そ
れ
が
事
賓

に
合
す
る
や
否
や
不
明
で
あ
る
と
、
云
ふ
の
外
は
な
い
」
が
、
「
理
論
上
避
く

べ
か
ら
ざ
る
不
完
全
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
間
接
参
政
」
を
極
限
ま
で

(72) 

進
め
る
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
政
治
が
「
國
民
」
の
問

題
で
あ
る
と
い
う
「
国
民
国
家
」
論
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
「
國
家
は

政
治
家
の
國
家
で
は
な
い
、
國
民
の
國
家
で
あ
る
」
。
「
政
治
家
に
失
望
す
れ
ば

民
自
ら
が
、
國
民
の
問
題
を
塑
に
政
治
家
の
み
の
問
題
と
化
成
せ
し
む
る
も
の

(73) 

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
但
し
こ
こ
で
言
う
「
國
民
」
に
お
け
る
女
性
の
位
置

は
保
留
状
態
で
あ
る
。
佐
々
木
は
、
「
塑
に
、
女
子
た
る
が
故
に
、
其
の
こ
と

想
は
、
最
早
や
、
其
の
根
撼
を
失
っ
て
居
る
」
と
、
女
性
参
政
権
を
理
論
的
に

認
め
て
い
る
が
、
現
状
は
「
一
般
の
女
子
に
素
養
あ
り
と
認
め
ら
る
べ
き
時

(74) 

代
」
に
到
っ
て
い
な
い
と
診
断
し
、
実
現
を
の
ち
の
社
会
の
改
善
に
委
ね
た
。

併
せ
て
言
え
ば
、
日
本
が
既
に
台
湾
や
朝
鮮
半
島
を
統
治
し
て
い
た
と
い
う

「
実
態
」
に
日
を
向
け
る
な
ら
ば
、
「
國
民
」
は
そ
の
「
外
側
」
と
の
境
界
設
定

(75) 

を
巡
る
諸
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

「
代
表
」
を
媒
介
と
し
つ
つ
責
任
あ
る
国
民
自
ら
の
政
治
を
立
憲
主
義
の
根

本
に
据
え
る
と
い
う
佐
々
木
の
議
論
に
は
、
先
に
見
た
国
民
の
「
自
己
主
張
の

思
想
」
の
発
達
を
憲
法
思
想
の
劃
期
と
す
る
考
え
が
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。
国

家
レ
ベ
ル
の
自
律
の
観
念
は
、
個
人
の
自
由
の
問
題
に
も
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ

て
現
れ
て
い
る
。
「
吾
々
の
意
志
が
、
吾
々
各
自
の
力
の
及
ぶ
儘
に
、
外
部
か

ら
妨
害
せ
ら
れ
な
い
で
、
活
動
す
る
こ
と
、
吾
々
の
意
志
が
、
吾
々
各
自
の
理

性
即
ち
債
値
判
断
に
依
つ
て
、
外
部
か
ら
妨
害
せ
ら
れ
な
い
で
、
「
あ
る
べ
き
」

676) 

も
の
に
向
つ
て
、
活
動
す
る
こ
と
が
、
自
由
で
あ
る
」
。

制
度
は
も
ち
ろ
ん
立
憲
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

い
か
な
る
制
度
と
い
え

ど
も
、
実
際
に
ど
う
働
く
か
は
運
用
す
る
具
体
的
人
間
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ

に
「
責
任
の
観
念
」
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
特
に
、
「
専
制
制
度
に
於
て
は
、

政
治
を
す
る
人
は
、
狭
い
範
圃
の
政
治
家
な
る
も
の
に
限
ら
れ
て
居
た
が
、
立

憲
制
度
に
於
て
は
、
政
治
を
す
る
人
は
廣
＜
醒
民
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
な
お
さ

(77) 

ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
民
が
自
ら
政
治
を
す
る
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
が
無
か
っ
た
日

本
で
は
、
「
政
治
を
自
ら
し
て
居
る
か
ら
責
任
を
感
ず
と
云
ふ
思
想
は
、
従
来

(13) 



の
｛
貰
を
學
ぐ
る
こ
と
は
、
我
薗
民
道
徳
の
根
本
義
た
る
忠
な
る
所
以
で
あ
る
」

(78) 

我
が
國
民
に
は
無
か
っ
た
も
の
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
佐
々
木
は
述
べ

る
。
と
は
い
え
「
凡
そ
人
類
は
自
己
主
張
の
要
求
を
持
つ
て
居
る
」
は
ず
で
あ

る
か
ら
、
根
本
的
に
そ
の
思
想
を
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
く
、
「
全
く
開
登
せ

(79) 

ら
れ
て
居
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
考
え
た
。

こ
れ
が
、
佐
々
木
が
並
行
し
て
関
心
を
懐
い
て
い
た
、
立
憲
制
度
を
担
う
国

憲
教
育
の
意
義
及
び
方
法
」
で
は
、
「
立
憲
國
民
」
と
し
て
必
要
な
こ
と
は
、

し
、
選
挙
権
を
売
買
す
る
現
状
に
対
し
、
「
愛
國
の
説
教
を
、
殆
ど
食
傷
す
る

程
聴
か
さ
れ
て
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
消
化
さ
れ
ず
、
従
っ
て
慎
剣
の
愛

國
心
と
な
っ
て
居
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
教
育
家
の
地
位
に
関
す
る
制
度
の

(82) 

改
善
を
提
唱
し
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
見
た
国
民
の
責
任
論
で
は
、
「
國
民
道
徳
」
と
い
う
表
現
は
用
ら

れ
て
い
な
い
が
、
の
ち
に
佐
々
木
は
政
治
教
育
に
お
け
る
「
立
憲
統
治
の
主

義
」
の
理
解
徹
底
を
主
張
す
る
な
か
で
、
「
國
民
が
員
に
政
治
の
負
掏
者
な
る

法
制
、
特
に
憲
法
の
規
定
に
つ
い
て
の
相
当
の
知
識
を
有
す
る
こ
と
、
及
び
法

(80) 

制
を
運
用
す
る
に
適
当
な
思
想
を
備
え
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
法
制

を
運
用
す
る
に
適
当
な
思
想
と
は
、
「
責
任
心
」
と
「
共
同
心
」
で
あ
る
。
「
要

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

紀
す
る
に
立
憲
政
治
は
、
多
敷
の
人
類
の
共
同
利
祗
の
為
め
に
、
其
の
人
類
各
自

弘友
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

和
が
、
意
見
を
政
治
に
加
へ
て
、
而
も
全
腔
と
し
て
の
決
定
を
求
む
る
も
の
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

大

る
か
ら
、
之
を
賓
現
す
る
に
は
、
責
任
心
と
共
同
心
と
云
ふ
も
の
に
蹄
着
す
る

の
で
あ
る
」
。
更
に
佐
々
木
は
、
学
校
教
育
を
終
え
た
国
民
が
租
税
を
通
脱

民
を
養
成
す
る
「
立
憲
教
育
」
へ
と
繋
が
る
。

一
九
一
七
年
六
月
の
論
文
「
立

(83) 

と
説
い
た
。
佐
々
木
が
立
憲
政
治
と
国
民
道
徳
の
関
係
を
本
格
的
に
論
じ
た
最

立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味

(
1
)
理
想
実
現
の
手
段
と
し
て
の
国
家

『
立
憲
非
立
憲
』
に
収
め
ら
れ
た
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
は
、
「
立
憲

非
立
憲
」
の
二
年
後
で
あ
る
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
発
表
さ
れ
、
当
時
は

大
隈
内
閣
の
後
を
襲
っ
て
寺
内
正
毅
内
閣
が
成
立
し
て
い
た
。
佐
々
木
は
寺
内

内
閣
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
元
老
会
議
が
衆
議
院
の
多
数
党
を
考
慮
せ
ず
、

ま
た
そ
の
政
見
も
国
民
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

民
と
は
没
交
渉
に
決
定
さ
れ
た
と
し
、
憲
法
運
用
の
方
法
と
し
て
は
明
か
に
退

{84) 

歩
で
あ
っ
た
と
批
判
的
に
見
て
い
た
。

「
合
憲
・
違
憲
」
の
み
な
ら
ず
「
立
憲
・
非
立
憲
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、

法
律
論
や
制
度
論
で
は
な
く
政
治
道
徳
論
の
重
要
性
を
佐
々
木
に
再
認
識
さ
せ

た
と
思
わ
れ
る
。
「
若
し
世
人
が
政
治
と
道
徳
と
密
接
の
隅
係
あ
る
こ
と
を
思

ふ
な
ら
ば
、
賓
行
上
に
於
て
も
慎
面
目
に
政
治
を
行
ひ
、
思
想
上
に
於
て
も
政

函）

治
に
注
意
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
「
立
憲
非
立
憲
」

の
論
点
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
。
ま
た
「
一
票
の
投
げ
所
」
で
は
、
冒
頭
で
ア

リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
戯
曲
『
騎
士
」

の
一
節
を
選
挙
人
と
候
補
者
の
問
答
に
な

ぞ
ら
え
て
政
治
上
の
徳
義
を
問
題
に
し
、
「
政
治
上
の
不
道
徳
」
と
「
法
律
上

の
犯
罪
」
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

佐
々
木
は
選
挙
の
棄
権
は
制
度
と
し
て
罰
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い

四、

初
の
も
の
が
、
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
で
あ
っ
た
。

一
般
国

(14) 
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(86) 

た
が
、
そ
れ
を
「
政
治
上
の
不
道
徳
」
で
あ
る
と
し
て
問
題
視
し
て
い
る
。

佐
々
木
は
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
立
憲
政
治

そ
の
も
の
の
為
だ
け
で
な
く
、
「
忠
君
愛
國
」
の
為
に
も
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

「
教
育
界
の
人
々
は
君
に
忠
な
れ
國
を
愛
せ
よ
と
叫
ぶ
。
が
、
さ
て
、
現
今
の

國
家
に
於
て
、
如
何
な
る
行
動
を
為
す
こ
と
が
忠
君
で
あ
り
愛
國
で
あ
る
か
を

（切）

敦
へ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
」
。
「
忠
君
愛
國
」
は
、
西
洋
の
近
代
国
家
に
お

い
て
「
国
家
」
と
い
う
領
域
的
秩
序
に
対
す
る
「
愛
国
心
」
の
果
た
し
た
役
割

た
、
国
民
統
合
の
た
め
の
道
徳
規
範
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
概
念
と
し
て
の
困
難

(88) 

を
内
包
し
て
い
た
。
佐
々
木
は
、
常
に
漠
然
と
説
か
れ
る
「
忠
君
愛
國
」
の
内

容
を
示
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
組
織
の
理
解
を
離
れ
て
は

あ
り
得
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
立
憲
政
治
と
道
徳
と
の
関
係
を
論
じ

佐
々
木
に
と
っ
て
、
国
家
は
治
安
維
持
な
ど
消
極
的
役
割
を
果
た
す
に
留
ま

ら
ず
、
人
間
の
理
想
実
現
に
努
め
る
「
道
徳
的
任
務
」
を
も
担
う
べ
き
存
在
で

あ
る
。
佐
々
木
に
よ
れ
ば
、
「
稗
様
」
で
も
「
獣
類
」
で
も
な
く
、
「
現
寅
と
理

想
の
両
界
に
跨
つ
て
生
活
し
つ
、
あ
る
」
の
が
人
間
で
あ
る
。
人
間
は
常
に
現

実
を
理
想
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
、
各
個
の

人
間
が
単
独
に
努
力
す
る
こ
と
と
、
社
会
の
人
間
が
共
同
し
て
努
力
す
る
こ
と

の
二
種
の
方
法
が
あ
る
。
共
同
的
に
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
人
間
は
「
共
同

圃
罷
」
を
構
成
す
る
が
、
「
國
家
」
は
そ
の
最
も
有
力
な
る
手
段
で
あ
り
、
「
國

家
の
活
動
と
云
ふ
廣
い
意
味
の
政
治
は
、
人
間
が
、
理
想
を
賓
現
す
る
が
腐
に

る
に
あ
た
っ
て
、
国
家
の
意
義
に
つ
い
て
自
説
が
展
開
さ
れ
る
。

を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
忠
君
」
と
い
う
封
建
的
規
範
と
接
合
し

個
々
の
國
家
は
、
其
の
時
々
の
現
状
を
成
る
べ
く
人
間
の
理
想
に
接
近
せ

い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
す
。

家
主
義
」
の
意
図
が
、
国
家
権
力
と
個
人
の
自
由
の
対
立
を
前
提
と
せ
ず
、
両

費
す
所
の
最
高
の
努
力
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
佐
々

木
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
を
挙
げ
、
「
人
類
は
國
家
的
圏
罷

に
於
て
始
め
て
完
全
な
る
意
味
に
於
け
る
人
間
と
な
る
」
と
い
う
議
論
を
肯
定

(89) 

的
に
引
用
し
て
い
る
。

佐
々
木
は
、
「
人
間
の
利
他
心
は
、
菫
獨
に
放
任
せ
ば
、
利
己
心
に
打
勝
た

れ
易
い
」
と
し
、
「
人
間
が
共
同
に
努
力
し
て
、
各
自
の
生
活
を
他
人
の
生
活

(90) 

と
両
立
す
る
範
園
に
置
く
」
た
め
に
、
国
家
の
強
制
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。

無
政
府
主
義
を
退
け
、
人
間
が
共
同
生
活
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
国
家

(91) 

を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
の
「
國
家
主
義
」
に
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
國

者
の
調
和
に
あ
る
こ
と
を
佐
々
木
は
明
言
し
て
い
る
。
「
元
来
、
個
人
が
荀
＜

も
薗
家
の
下
に
共
同
生
活
を
為
す
以
上
は
、
無
制
限
の
自
由
を
有
す
る
も
の
で

な
い
と
共
に
、
現
代
の
國
家
は
無
制
限
に
櫂
力
を
行
使
す
る
も
の
で
な
い
。
故

に
、
現
今
の
國
家
組
織
に
於
て
は
、
絶
封
的
の
個
人
主
義
も
あ
り
得
ず
、
絶
封

的
の
國
家
主
義
も
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
雨
者
は
、
雨
立
す
る
程
度
に
緩
和
せ
ら

れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
者
を
相
容
れ
ざ
る
仇
敵
と
し
て
取
扱
ふ
の
は
、

(92) 

現
代
の
國
家
生
活
に
就
て
は
、
無
意
味
で
あ
る
」
。

更
に
佐
々
木
は
、
国
家
は
人
間
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
説
く
と
同
時
に
、
個
々
の
国
家
が
必
然
的
に
理
想
を
実
現
し
て

し
め
、
其
の
任
務
た
る
理
想
賓
現
の
程
度
を
上
す
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば

(15) 
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す
る
考
え
を
批
判
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
但
し
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
批
判

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
「
立
憲
國
に
在
て
は
一
般
國
民
は
現
存
の
秩
序

••••••••••••••••••••••••••••• 
其
の
も
の
を
自
分
の
理
想
に
應
じ
て
改
造
す
る
こ
と
に
依
て
、
國
家
を
愛
護
す

(96) 

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
も
の
だ
と
考
ふ
る
な
ら
ば
1

國
家
學
者
の
或
者
は
然
う
で
は
な
い

だ
と
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
之
を
道
徳
と
云
ふ
言
葉
を
以
て
説
か
ん
に
、
若

し
個
々
の
國
家
が
其
の
時
々
の
現
状
の
ま
、
に
、
完
全
に
道
徳
を
具
憫
化

か
と
も
疑
は
る
、
が
1

私
は
之
を
正
営
と
思
は
な
い
。
國
家
に
道
徳
的

任
務
を
輿
へ
其
の
任
務
を
完
全
に
賓
現
す
る
國
家
を
考
へ
て
、
國
家
は
道

(93) 

徳
の
具
罷
化
な
り
と
云
ふ
の
は
差
支
な
い
。

国
家
の
「
道
徳
的
任
務
」
と
い
う
表
現
は
、
個
人
の
思
想
な
ど
内
面
へ
の
干

(94) 

渉
を
連
想
さ
せ
る
が
、
佐
々
木
は
、
例
え
ば
「
園
家
ハ
最
高
ノ
道
徳
ナ
リ
」
と

い
う
上
杉
懺
吉
の
立
場
と
は
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

佐
々
木
日
く
、
政
治
を
常
に
道
徳
的
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

道
徳
の
性
質
に
反
す
る
。
何
故
な
ら
、
「
道
徳
は
、
自
ら
「
考
ふ
る
』
も
の
で

あ
っ
て
、
他
に
依
て
『
考
へ
し
め
ら
る
、
』
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
或
も
の

を
常
に
道
徳
的
の
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
が
如
き
は
自
己
矛
盾
に
外

(95) 

な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
の
行
動
を
批
評
的
に
判
断
す
る
こ

と
を
説
き
、
時
々
の
国
家
の
行
動
を
是
認
す
る
こ
と
を
以
て
「
國
家
思
想
」
と

個
々
の
人
間
が
理
想
に
従
っ
て
行
動
す
る
に
は
、
「
人
間
が
自
己
の
道
徳
的

き
も
の
で
あ
っ
て
、
國
家
が
、
其
の
時
々
の
現
状
に
於
て
、
完
全
の
も
の

な
ら
ぬ
。
私
は
之
を
國
家
の
向
上
と
云
ふ
。
乃
ち
、
國
家
自
身
向
上
す
べ

の
動
機
を
自
由
に
登
動
せ
し
む
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
「
道
徳
的
自
由
」
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、

い
か
な
る
国
家
の
状
況
に
お
い
て
個
人
が
最

も
「
道
徳
的
自
由
」
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
道
徳
の
性
質

か
ら
考
え
て
、
「
國
家
は
唯
、
個
人
の
道
徳
的
自
由
を
、
成
る
べ
く
十
分
に
登

展
せ
し
む
る
や
う
に
力
め
得
る
の
み
で
あ
る
」
と
す
る
佐
々
木
に
お
い
て
は
、

政
権
の
あ
る
「
立
憲
國
」
が
最
も
適
当
な
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

（町）

で
あ
る
。

な
お
、
同
時
期
の
「
現
代
の
政
治
と
信
念
」
(
-
九
一
八
年
）
に
お
い
て
も
、

「
輿
論
又
は
公
論
」
を
成
り
立
た
せ
る
前
提
と
し
て
、
自
己
の
信
念
を
重
ん
ず

る
と
共
に
他
人
の
信
念
を
尊
重
す
る
「
思
想
の
自
由
」
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ

(98) 

て
い
る
。
国
家
は
人
類
の
内
的
現
象
（
道
徳
、
宗
教
、
文
化
な
ど
）
に
属
す
も

の
に
干
渉
し
た
り
、
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
限
界
を
有
す
る
が
、

社
会
政
策
や
思
想
の
自
由
を
保
護
し
て
そ
の
外
的
条
件
を
整
え
る
と
い
う
「
文

化
國
」
論
は
、
こ
の
時
期
の
講
演
「
文
化
國
へ
」
(
-
九
一
七
年
一
月
二
六
日
）

に
お
い
て
示
さ
れ
、
の
ち
の
「
日
本
憲
法
要
論
』
で
の
叙
述
に
も
引
き
継
が
れ

(99) 
る。

佐
々
木
に
お
い
て
、
人
間
も
国
家
も
、
事
実
と
し
て
は
常
に
道
徳
的
で
も
な

け
れ
ば
完
全
な
存
在
で
も
な
い
が
、
当
為
と
し
て
の
「
理
想
」
に
向
か
っ
て
向

上
し
て
い
く
も
の
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
現
実
」
に
は
「
利
己
心
」
を
抱
え

て
い
な
が
ら
も
常
に
「
理
想
」
に
向
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
が
、
国
家
を

通
し
て
共
同
生
活
の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
し
て
「
政
治
」
を
考

生
命
・
身
体
・
住
居
•
財
産
等
の
安
全
の
保
障
が
な
さ
れ
、
教
育
の
機
会
や
参

(16) 
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理
し
た
論
文
「
國
民
道
徳
の
意
義
及
其
倫
理
學
と
の
開
係
」
が
掲
載
さ
れ
て
い

一
九
一
八
年
六
月
号
の
参
照
を

一
般
に
「
國

徳
の
関
係
へ
と
説
き
及
ぶ
。
佐
々
木
は
、
「
個
人
が
、

一
の
國
家
に
所
愚
す
る

な
思
想
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

え
て
い
た
。
道
徳
は
強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
道
徳
的
自
由
」
が
重
視
さ

「
共
同
性
」
に
置
か
れ
る
が
、
そ
の
共
同
性
に
は
国
家
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
国
家
に
敵
対
的
な
過
激
主
義
は
人
間
性
の
徹
底
的
な
善
に
対
す

(OO) 

る
信
仰
と
正
比
例
す
る
」
（
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
言
わ
れ
る
が
、
佐
々

木
は
、
時
々
の
政
府
に
対
す
る
評
価
は
別
論
と
し
て
、
国
家
に
敵
対
す
る
よ
う

(2)
君
民
一
体
の
思
想

さ
て
、
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
で
は
、
続
い
て
立
憲
政
治
と
国
民
道

國
民
た
る
の
地
位
に
於
て
、
行
ふ
べ
き
道
徳
と
云
ふ
観
念
」
を
、

(101) 

民
道
徳
」
と
名
付
け
る
。
当
時
、
国
民
道
徳
の
意
義
に
つ
い
て
、
倫
理
学
や
教

育
学
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
佐
々
木
は
「
丁
酉
倫

一
九
一
七
年
八
月
号
と
、

理
會
倫
理
講
演
集
」

(102) 

求
め
て
い
る
。
「
丁
酉
倫
理
會
」
は
一
九

0
0
年
に
発
足
し
た
日
本
で
最
初
の

倫
理
学
研
究
会
で
あ
り
、
保
守
的
国
家
主
義
に
対
す
る
「
人
格
主
義
」
を
標
榜

(03) 

し
て
研
究
会
や
講
演
会
を
開
催
し
て
い
た
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
一
九
一
七
年

八
月
号
に
は
、
佐
々
木
と
同
じ
京
都
帝
国
大
学
で
倫
理
学
を
講
じ
て
い
た
藤
井

健
治
郎
(
-
八
七
ニ
ー
一
九
三
一
年
）
に
よ
る
国
民
道
徳
の
意
義
に
つ
い
て
整

る
。
ま
た
一
九
一
八
年
六
月
号
は
「
國
民
道
徳
の
概
念
」
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
て

れ
る
。
そ
し
て
政
治
観
・
人
間
観
の
基
調
は
、
「
対
立
」
や
「
闘
争
」
よ
り
も

得
る
に
到
っ
た
と
い
う
。

佐
々
木
は
国
民
道
徳
を
、

一
般
に
国
家
の
性
質
か
ら
生
ず
る
「
共
通
的
國
民

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

を
巡
っ
て
論
争
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
佐
々
木
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
注
視
し
て

徳
と
倫
理
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
た
国
民
道
徳
論
者
の
な
か
で
も
そ
の
意
義

道
徳
」
と
、
特
殊
の
国
家
の
性
質
か
ら
生
ず
る
「
特
殊
的
国
民
道
徳
」
に
区
別

す
る
。
例
え
ば
「
専
制
國
」
と
「
立
憲
匪
」
で
は
国
民
道
徳
は
異
な
る
。
「
専

制
國
」
に
お
い
て
は
無
制
限
に
国
家
の
命
令
に
服
従
す
る
こ
と
を
国
民
道
徳
と

す
る
が
、
「
立
憲
國
」
に
お
い
て
は
国
家
の
適
法
な
命
令
に
従
い
、
違
法
に
対

(104) 

し
て
は
意
義
を
申
出
る
の
が
国
民
道
徳
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
佐
々
木
が
論
じ
る

国
民
道
徳
と
は
、
立
憲
国
の
国
民
道
徳
で
あ
り
、
更
に
立
憲
国
の
一
員
で
あ
る

H
本
の
国
民
道
徳
で
あ
る
。

佐
々
木
は
、
「
我
が
國
に
於
て
特
に
重
く
要
求
せ
ら
る
、
」
、
ま
た
は
「
我
國

に
固
有
な
る
」
国
民
道
徳
の
徳
目
を
指
し
て
「
我
が
國
民
道
徳
」
と
呼
び
、
こ

(105) 

の
中
心
が
「
忠
君
愛
醒
の
観
念
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
忠
君
愛
國
の
観

念
」
は
、
専
制
主
義
の
昔
時
と
立
憲
主
義
の
今
日
の
間
で
は
変
化
が
見
ら
れ
、

立
憲
政
治
の
も
と
で
は
従
来
よ
り
も
一
層
有
効
に
「
忠
君
愛
國
」
の
実
を
挙
げ

ま
ず
、
「
忠
君
」
に
は
、
「
君
位
の
安
泰
」
と
い
う
観
念
が
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
達
す
る
の
は
「
政
治
的
に
君
民
を
一
骰
と
す
る
の
思
想
」
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
君
王
を
た
す
け
る
た
め
に
国
民
が
政
治
に
参
与
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
の
で
あ
り
、
「
立
憲
政
治
は
、
君
位
の
安
泰
に
必
要
な
る
君
民
一
憫
の
思
想

お
り
、
井
上
哲
次
郎
や
吉
田
熊
次
な
ど
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
国
民
道

(17) 
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す
る
法
学
的
な
「
國
罷
」
論
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
国
柄
と
し
て
の

天
皇
と
国
民
の
関
係
は
支
配
・
被
支
配
の
権
力
関
係
で
は
な
く
道
徳
的
・
情

す
る
親
し
み
の
感
じ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
彼
我
を
封
立
せ
し
む
る

(06) 

を
、
國
民
の
側
か
ら
も
、
賓
現
す
る
も
の
「
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
背
景

蓋
し
我
が
國
罷
の
美
は
、
君
民
一
罷
と
云
ふ
こ
と
、
従
っ
て
國
家
が
二
元

的
で
な
い
こ
と
、
君
民
の
間
を
阻
隔
す
る
中
間
階
級
の
な
い
こ
と
に
在

る
。
我
が
君
民
一
罷
の
本
義
は
六
か
し
く
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
不
用

意
の
間
に
用
ゐ
ら
る
、
通
俗
の
言
葉
の
中
に
す
ら
現
は
れ
て
居
る
。
君
主

は
國
民
に
向
つ
て
『
わ
が
民
」
と
呼
び
賜
ひ
、
國
民
は
君
主
に
向
つ
て

『
わ
が
君
』
と
申
し
奉
る
。
此
の
「
わ
が
」
の
根
底
に
は
彼
我
を
一
罷
と

隔
た
り
の
感
じ
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
國
家
を
二
元
的
に
説
い
て
君
民
一

罷
の
感
じ
を
傷
く
る
こ
と
は
我
が
國
罷
の
美
を
失
は
し
む
る
も
の
で
あ

(107) 
る。

緒
的
な
「
君
民
一
罷
」
に
あ
る
と
い
う
、
統
治
権
の
総
攪
者
の
区
別
を
標
準
と

「
國
憫
」
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
吉
野
作
造
の
民
本
主
義
も
、
天
皇
と
国
民
の

間
の
「
情
誼
的
開
係
」
を
説
く
「
國
罷
の
観
念
」
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
が

想
起
さ
れ
る
。
吉
野
は
、
皇
室
を
中
心
と
し
て
国
民
が
精
神
的
に
団
結
し
て
い

る
こ
と
を
「
萬
屋
に
冠
絶
す
る
我
が
國
罷
の
特
長
」
と
し
、
「
現
代
に
於
て
君

民
同
治
を
理
想
と
す
る
所
の
民
本
主
義
の
政
治
は
、
正
に
此
の
君
主
と
人
民
と

の
人
格
的
賜
係
を
盆
々
涵
養
す
る
も
の
」
で
、
「
寧
ろ
國
憫
観
念
を
業
固
に
す

(108) 

る
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

に
は
、
佐
々
木
の
次
の
よ
う
な
「
國
罷
」
観
が
あ
る
。

従
っ
て
、
世
人
は
、
之
を
大
臣
の
責
任
と
し
て
忌
憚
な
く
論
議
し
得
る
の

よ
、
首
相
其
の
他
の
大
臣
の
輔
弼
に
依
て
行
は
れ
た
と
解
す
る
外
な
く
、

そ
し
て
大
臣
の
責
任
の
帰
着
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
「
君
位
の

OO
涌」

を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
々
木
は
、
政
治
上
の
論
難
に
つ
い
て
天
皇
の
意

思
を
持
ち
出
す
こ
と
を
戒
め
、
こ
れ
を
「
法
律
問
題
で
も
な
く
政
治
問
題
で
も

な
く
、
賓
に
國
民
道
徳
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

憲
法
論
よ
り
せ
ば
、
首
相
の
行
動
が
、
聖
旨
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
に
せ

で
あ
る
。
が
、
唯
、
賓
際
上
に
於
て
、
右
の
理
論
上
の
態
度
に
出
づ
る
こ

と
が
出
来
る
か
ど
う
か
。
聖
旨
に
依
る
も
の
と
緋
解
せ
ら
れ
た
も
の
に
封

釈
に
適
用
す
る
。

さ
て
佐
々
木
は
、
「
忠
君
」
に
は
「
君
徳
の
完
全
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
で
、
君
主
を
た
す
け
る
と
は
、
た
だ
君
主
の
意
の
ま
ま
に
従
う
の

で
は
な
く
、
時
に
君
主
を
諫
め
る
「
争
臣
」
で
あ
る
必
要
が
説
か
れ
る
。
こ
れ

は
既
に
見
た
よ
う
に
「
君
主
道
」
の
特
徴
と
し
て
佐
々
木
が
位
置
付
け
た
も
の

と
関
連
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
争
臣
」
の
意
味
を
最
も
具
体
化
し
た
も
の
が
立

憲
政
治
で
あ
る
と
す
る
。
「
大
臣
は
、
君
主
に
意
見
を
上
り
、
君
主
が
君
主
道

に
反
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
之
を
諫
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
君
主
の
意
思
で

あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
と
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
之
が
、
憲
法
に
規
定
し

(09) 

た
る
、
大
臣
輔
弼
の
意
味
で
あ
る
I
。
「
封
建
的
忠
誠
」
観
念
の
う
ち
に
、
絶

対
服
従
で
は
な
く
、
君
を
真
の
君
に
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
「
諫
争
」

の
契
機
を
読
み
取
っ
た
の
は
丸
山
慎
男
で
あ
っ
た
が
、
佐
々
木
も
「
忠
君
」
か

ら
臣
下
の
能
動
性
を
引
き
出
し
、
更
に
躊
躇
う
こ
と
な
く
そ
れ
を
帝
国
憲
法
解

(18) 
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政
治
に
参
輿
し
得
る
こ
と
」
、
「
犠
牲
の
負
掬
が
、

一
部
少
敷
者
に
依
て
、
檀
横

最
後
に
、
佐
々
木
に
お
い
て
「
忠
君
」
と
「
愛
國
」
の
整
合
性
と
い
う
問
題

は
視
野
に
入
る
こ
と
は
な
く
、
両
者
の
議
論
は
自
然
に
移
行
す
る
。
「
愛
國
」

の
観
念
は
、
「
國
家
に
犠
牲
を
捧
ぐ
る
こ
と
を
根
抵
と
す
る
」
と
い
う
。
国
民

の
「
犠
牲
心
」
は
、
国
民
が
そ
の
犠
牲
に
理
解
を
有
し
て
納
得
し
て
い
る
と
き

に
最
も
強
く
発
揮
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
と
は
、
「
國
民
が
一
般
に

に
、
決
定
せ
ら
れ
な
い
こ
と
」
、
「
犠
牲
が
公
平
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ

(113) 
る
。
こ
こ
か
ら
、
参
政
権
や
法
治
主
義
の
原
則
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
特
に
、
犠
牲
の
公
平
性
か
ら
、
抽
象
的
な
標
準
を
設
け
る
法
の
下
で
の

で
国
民
道
徳
の
問
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
し
な
い
か
。
然
う
な
ら
ば
、
國
民
が
決
し
て
君
主
を
怨
ま
ぬ
と
云
ふ
醒

民
道
徳
に
悪
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
で
あ
る
。

前
提
と
し
て
、
憲
法
論
と
道
徳
論
は
峻
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
天

皇
の
国
務
上
の
行
為
が
あ
っ
て
国
務
大
臣
が
在
職
す
る
時
、

い
か
な
る
場
合
で

あ
っ
て
も
天
皇
の
行
為
は
国
務
大
臣
の
輔
弼
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
看
倣

さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
の
ち
に
「
日
本
憲
法
要
論
」
で
も
説
明
さ
れ
る
憲
法
解

(112) 

釈
論
で
あ
る
。
「
聖
旨
」
と
い
え
ど
も
、
大
臣
の
責
任
に
よ
る
も
の
と
し
て
論

議
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
え
で
佐
々
木
の
眼
は
、
そ
の
よ
う

な
「
理
論
上
の
態
度
」
を
超
え
出
て
、
「
聖
旨
」
を
持
ち
出
す
こ
と
が
人
心
に

及
ぽ
す
実
際
上
の
意
味
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
立
憲
非
立
憲
」
で
論
じ
ら
れ

た
、
大
臣
自
ら
が
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
「
立
憲
」
的
態
度
が
、
こ
こ

し
て
は
世
人
は
之
を
論
議
す
る
こ
と
を
遠
慮
す
べ
く
、
餘
儀
な
く
せ
ら
れ

に
違
反
す
る
所
の
政
治
を
な
す
人
と
い
ふ
意
味
で
な
く
、
た
と
ひ
そ
の
施

井
は
「
立
憲
思
想
の
根
本
義
」
を
論
じ
て
い
る
。

象
性
の
原
則
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
法
の
下
の
平
等
」
で
あ
る
。

「
形
式
的
の
公
平
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
佐
々
木
の
法
解
釈
論
と
の

一
定
の
取
扱
を
示
し
、
即
ち
事
情
を
観
て
人
を
観
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
荀

く
も
同
一
の
事
情
の
下
に
於
て
は
、
如
何
な
る
人
も
同
一
の
取
扱
ひ
を
受
く
る

(14) 

の
で
あ
る
[
°
「
愛
國
」
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
の
一
般
性
・
抽

以
上
の
よ
う
に
「
忠
君
愛
園
」
の
意
義
と
し
て
説
明
さ
れ
た
も
の
は
、
国
民

の
参
政
権
、
大
臣
責
任
制
、
法
治
主
義
と
い
っ
た
、
立
憲
政
治
の
原
則
で
あ
っ

た
。
佐
々
木
は
、
立
憲
国
に
お
い
て
は
立
憲
政
治
を
擁
護
す
る
こ
と
こ
そ
が
真

の
「
中
心
君
愛
國
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
立
憲
政
治
が
道
徳
的
に
も
要
請
さ
れ
る

こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

(3)
公
と
私
の
ゆ
く
え

と
こ
ろ
で
、
佐
々
木
は
憲
法
学
の
側
か
ら
道
徳
論
に
接
近
し
た
が
、
国
民
道

徳
論
者
と
し
て
立
憲
思
想
を
論
じ
て
い
た
の
が
、
前
述
し
た
藤
井
健
治
郎
で

あ
っ
た
。
佐
々
木
の
「
立
憲
非
立
憲
」
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
三
箇
月
後
に
、
藤

さ
れ
ば
、
世
間
で
は
立
憲
的
政
治
家
に
封
し
て
、
非
立
憲
的
政
治
家
と
い

ふ
語
を
用
ゐ
た
り
、
又
は
奮
式
の
政
治
家
と
い
ふ
語
を
使
っ
た
り
す
る
の

で
あ
る
が
、
普
通
に
理
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
此
の
語
の
意
味
は
、
必
ず
し
も

憲
法
の
各
箇
條
を
記
誦
せ
ず
、
之
を
理
解
せ
ず
し
て
、
そ
の
規
定
の
箇
條

関
連
と
し
て
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
「
法
は
抽
象
的
に
、

一
定
の
事
情
に
封
す
る

(19) 
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他
方
で
、
国
民
道
徳
の
内
容
と
し
て
一
般
的
に
見
ら
れ
た
の
が
家
族
国
家
観

る。 内
容
と
し
て
、
国
民
全
体
が
国
家
の
政
治
を
負
担
す
る
「
自
律
の
政
治
」
を
擁

〔
…
…
〕
そ
れ
で
私
は
祉
會
的
行
動
の
標

政
は
如
何
な
る
貼
で
憲
法
の
正
條
に
違
反
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
く

必
要
を
切
賓
に
憫
認
せ
ざ
る
や
う
な
、
さ
う
し
た
政
治
を
す
る
人
と
い
ふ

意
味
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
私
は
か
や
う
に
説
明
し
て
立
憲
思
想
と

い
ふ
語
の
意
味
は
、
憲
法
の
各
箇
條
を
解
繹
し
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い
ふ

よ
り
も
む
し
ろ
憲
法
組
織
の
基
礎
観
念
及
び
憲
法
政
治
の
政
罷
を
必
要
と

す
る
根
撮
を
理
解
す
る
、
知
力
的
・
道
徳
的
思
想
を
指
す
の
で
あ
る
と
解

(115) 

繹
す
る
も
の
で
あ
る
。

立
憲
思
想
の
意
味
に
関
し
て
、
佐
々
木
と
藤
井
は
ほ
ぼ
同
じ
理
解
に
立
っ
て

い
た
。
こ
こ
か
ら
も
、
「
合
憲
・
違
憲
」
か
ら
「
立
憲
・
非
立
憲
」
へ
論
点
を

拡
大
す
る
こ
と
と
、
厳
密
な
意
味
で
の
法
律
論
の
領
域
の
み
な
ら
ず
道
徳
の
問

題
を
論
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
の
関
連
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
藤
井
は
、
「
憲
法
の
精
神
を
理
解
し
、
そ
れ
に
遵
由
し
て
な
し
た
る
臣
民

の
行
動
は
、
之
を
愛
國
的
行
動
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
[
と
言
う
o

更
に
そ
の

護
し
、
「
自
身
が
自
分
の
主
宰
と
な
つ
て
峯
も
自
分
以
外
の
他
の
も
の
に
由
て

(117) 

動
か
さ
れ
る
こ
と
な
い
」
と
い
う
意
味
の
「
倫
理
的
自
由
」
を
説
い
て
お
り
、

佐
々
木
の
国
民
道
徳
観
は
藤
井
の
そ
れ
に
共
感
し
易
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

で
あ
っ
た
が
、
佐
々
木
は
前
述
の
よ
う
に
「
君
民
一
憫
」
を
説
い
た
も
の
の
、

そ
れ
を
「
家
族
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
穂
積

調
し
て
お
り
、
両
者
と
比
べ
る
と
控
え
目
で
は
あ
る
が
「
日
本
民
族
と
い
う
大

家
族
」
に
言
及
す
る
藤
井
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
佐
々
木
は
国
家
を
単
一
の

「
血
族
閣
罷
」
と
す
る
家
族
国
家
論
は
「
獨
断
に
過
ぎ
な
い
」
と
考
え
て
お
り
、

ま
た
、
か
つ
て
穂
積
八
束
の
祖
先
教
論
を
君
主
専
制
を
擁
護
し
た
ロ
バ
ー
ト
・

(llg) 

フ
ィ
ル
マ
ー
に
警
え
て
批
判
し
た
戸
水
寛
人
を
称
讃
し
て
い
る
。

但
し
井
上
に
あ
っ
て
も
、
日
本
国
民
が
欧
米
諸
国
と
比
べ
て
「
依
頼
性
」
が

勝
っ
て
い
て
、
「
人
が
あ
、
し
て
呉
れ
さ
う
な
も
の
だ
と
云
ふ
や
う
な
、
子
供

の
や
う
な
考
が
ま
だ
抜
け
て
居
ら
ぬ
」
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見

(20) 

逃
せ
な
い
。
共
同
生
活
に
お
け
る
公
的
責
任
意
識
の
涵
養
が
、
「
國
民
」
の
自

覚
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
立
憲
主
義
者
と
国
民
道
徳
論
者
は

国
民
と
し
て
の
責
任
あ
る
い
は
国
民
道
徳
な
ど
、
佐
々
木
が
重
視
し
た
の
は

人
間
の
共
同
性
で
あ
っ
た
。

一
九
一
七
年
二
月
の
論
文
「
社
會
生
活
の
改
善
と

箇
人
の
債
値
」
で
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
人
は
社
會
的
動
物
な
り
」
が
引

用
さ
れ
、
「
人
類
は
他
人
と
協
同
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
生
活
す
る
こ
と
は
不
可

(121) 

能
で
あ
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
人
間
が
必
然
的
に
社
会
を
構
成

し
、
そ
の
分
に
応
じ
て
社
会
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
寧
ろ
個
人
の
価

値
の
重
要
さ
が
帰
結
す
る
。
「
普
通
の
社
會
生
活
に
於
て
も
又
國
家
的
社
會
生

活
に
於
て
も
、
現
代
の
特
徴
は
、
此
の
祉
會
を
構
成
せ
る
各
人
の
力
で
社
會
の

状
態
を
左
右
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

全
く
別
世
界
の
人
間
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
、
そ
の
憲
法
組
織
の
基
礎
観
念
を
十
分
に
辮
知
せ
ず
、
憲
法
政
治
の

は
個
々
の
家
族
が
集
ま
っ
て
国
家
を
成
す
「
継
合
家
族
制
度
」
の
独
自
性
を
強

八
束
は
「
家
」
と
「
國
」
と
の
一
致
を
国
民
道
徳
の
本
領
と
し
、
井
上
哲
次
郎

(20) 
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日
露
戦
後
を
経
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
迎
え
た
大
正
期
の
日
本
は
、
新
た
な

お
わ
り
に

定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

準
と
し
て
、
「
其
の
獨
を
持
め
」
と
主
張
し
た
い
。
郎
ち
各
人
各
自
の
力
に
よ

り
て
大
勢
を
動
か
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
現
在
の
社
會
組
織
の
特
徴
で
、
我

(22) 

等
の
最
も
尊
ぶ
べ
き
特
櫂
で
あ
ら
う
と
思
ふ
[
°
政
治
や
社
会
の
「
腐
敗
」
は

動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
佐
々
木

で
は
、
共
同
生
活
に
お
け
る
公
的
な
責
任
と
私
的
自
由
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
佐
々
木
は
『
立
憲
非
立
憲
』

の
な

か
で
、
「
公
と
私
と
別
あ
り
て
而
も
一
に
蹄
す
。
常
に
公
に
殉
ず
べ
し
。
而
も

公
に
殉
ず
る
は
、
や
が
て
私
を
盆
す
る
な
り
」
と
い
う
の
が
「
持
論
」
で
あ
る

(123) 

と
述
べ
て
い
る
。
私
的
自
由
の
享
受
に
専
心
し
、
公
的
責
任
を
他
人
任
せ
に
し

て
い
る
と
、
そ
の
私
的
自
由
を
曲
が
り
な
り
に
も
保
障
し
て
い
る
立
憲
政
治
体

制
は
維
持
す
る
主
体
が
い
な
く
な
っ
て
崩
壊
す
る
の
で
あ
り
、
公
平
な
責
任
負

担
の
義
務
と
い
う
意
味
で
、
「
公
」
は
「
私
」
に
優
位
す
る
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
、
「
君
民
一
橙
」
の
「
國
罷
」
論
の
も
と
、
「
常
に
公
に
殉
ず
べ

し
」
と
道
徳
的
に
主
張
す
る
議
論
に
は
、
そ
の
展
開
の
仕
方
次
第
で
は
、
国
家

へ
の
個
人
の
没
人
と
い
う
帰
結
を
招
く
要
素
が
卒
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
否

国
際
環
境
の
も
と
で
、
「
文
明
國
の
共
通
の
政
治
主
義
」
で
あ
り
普
遍
的
な
潮

流
と
し
て
の
「
立
憲
主
義
」
へ
の
順
応
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に

は
ク
共
同
生
活
を
改
善
し
て
い
く
個
人
ク
の
価
値
を
説
く
。

佐
々
木
は
言
う
。

政
治
家
に
限
ら
ず
、
社
会
に
お
い
て
人
間
は
法
以
外
に
も
様
々
な
規
範
に

従
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
佐
々
木
の
議
論
に
お
い
て
、
そ
れ
は
立
憲
政
治
の
根

幹
と
し
て
の
「
責
任
の
観
念
」
で
あ
り
、
「
道
徳
」
と
も
関
わ
る
。
こ
こ
で

佐
々
木
が
重
視
し
た
「
責
任
」
と
は
、
大
臣
責
任
制
の
意
義
を
十
分
強
調
し
な

が
ら
も
、
そ
の
意
味
に
留
ま
ら
な
い
。
国
務
大
臣
や
政
治
家
な
ど
の
国
家
機
関

の
地
位
に
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
な
い
、
国
家
の
担
い
手
と
し
て
の
「
國
民
」

の
責
任
で
あ
り
、
政
治
を
自
ら
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
で

あ
る
。
政
府
へ
の
批
判
は
政
策
の
遂
行
と
い
う
立
場
か
ら
行
な
う
べ
き
で
あ
っ

て
、
単
に
批
判
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
尊
ば
れ
る
政
権
批
判
の
自
己
目
的
化
は

戒
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
生
活
に
お
け
る
責
任
は
、
「
立
憲
主
義
の
精

軸
」
を
遵
守
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
法
律
制
度
を
破
ら
な
い
よ
う
に
す

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
非
立
憲
」
で
な
い
行
動
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

造
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
。

「
國
民
」
へ
の
新
た
な
意
味
賦
与
を
伴
っ
た
。
佐
々
木
は
、
「
立
憲
主
義
」
の
普

遍
的
妥
当
性
を
積
極
的
に
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
採
り
入
れ
た
こ
と
を
「
日

本
人
」
の
衿
持
と
し
て
意
識
し
て
お
り
、
同
時
に
西
洋
か
ら
形
の
う
え
で
輸
入

し
た
制
度
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、

H
本
固
有
の
文
脈
に
位
置
付
け
る
と
い

う
問
題
関
心
を
懐
い
て
い
た
。
『
立
憲
非
立
憲
」
は
、
権
力
分
立
に
よ
る
君
主

統
治
権
総
攪
お
よ
び
「
國
罷
」
の
尊
重
は
、
普
通
選
挙
に
基
づ
く
政
党
政
治
と

矛
盾
せ
ず
に
両
立
す
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
点
で
、
美
濃
部
達
吉
や
吉
野
作

権
力
の
制
限
と
国
民
の
政
治
参
加
を
と
も
に
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の

(21) 
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徳
論
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
。
本
稿
で
は
、
「
立
憲
主
義
の
精
紳
」
や
「
國

民
の
主
体
的
な
「
責
任
」
意
識
を
喚
起
し
た
佐
々
木
の
立
憲
政
治
論
は
総
力
戦

作
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

徳
と
解
釈
し
、
相
互
補
完
的
に
機
能
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

論
さ
れ
て
い
た
国
民
道
徳
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
国
民
と
し
て
の
「
責
任
」

は
、
責
任
意
識
を
持
っ
た
国
民
が
政
府
を
通
じ
て
自
ら
の
生
活
を
決
定
し
、
社

責
任
主
体
と
し
て
の
一
般
国
民
の
態
度
が
重
要
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、

そ
の
権
力
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
も
憲
法
で
あ
る
。
佐
々
木
の
立
憲
政
治
論

元
来
、
憲
法
は
国
家
や
政
府
を
名
宛
人
と
し
て
そ
の
権
力
を
制
限
す
る
が
、

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
違
憲
」
と
「
非
立
憲
」
の
区
別
を
政
治
権
力
に

求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
政
治
権
力
も
「
他
者
」
で
は
な
い
と
考
え
る

「
國
民
」
の
主
体
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
々
木
の
言
う
「
立
憲
政
治
」
と

会
的
価
値
を
実
現
し
て
い
く
方
法
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
国
家
と
い
う

共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
や
道
徳
的
紐
帯
が
前
提
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
法
令
の
条

文
を
守
っ
て
い
る
か
否
か
だ
け
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
法
外
の
規
範
へ
関
心
を
広
げ
た
佐
々
木
が
注
目
し
た
の
が
、
当
時
議

の
自
覚
と
い
う
関
心
が
、
立
憲
政
治
と
国
民
道
徳
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
り
、

「
國
罷
」
論
を
背
景
と
し
た
国
民
道
徳
論
を
立
止
憲
政
治
を
担
う
国
民
ク
の
道

以
上
の
よ
う
に
、
法
律
論
で
あ
る
「
合
憲
・
違
憲
」
か
ら
「
立
憲
・
非
立

憲
」
へ
と
論
点
を
拡
大
さ
せ
た
佐
々
木
の
立
憲
政
治
論
は
、
必
然
的
に
政
治
道

民
道
徳
」
の
よ
う
な
法
外
の
規
範
に
つ
い
て
論
じ
た
佐
々
木
の
「
政
論
」
と
、

解
釈
法
学
と
し
て
の
「
法
論
」
の
、
峻
別
の
う
え
で
の
関
連
と
い
う
論
点
に
も

触
れ
た
。
条
文
だ
け
で
は
語
り
得
な
い
社
会
規
範
の
領
域
を
重
視
す
る
こ
と

が
、
日
本
の
独
自
性
た
る
「
國
罷
」
に
接
続
し
て
い
く
と
い
う
展
開
は
、
佐
々

木
個
人
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
論
点
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
国
民
」
、
「
国
家
」
と
い
っ
た
独
自
性
を
契
機
と
す
る
共
同
体
的
価
値
に
対

し
、
そ
れ
を
「
虚
構
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
し
、
ま
た
「
外
側
」
に
対
す
る

排
他
性
も
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
は
無
論
で
あ
る
。
し
か
し
立
憲
政
治

は
法
律
や
制
度
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
担
う

そ
し
て
政
治
参
加
が
一
定
の
共
同
体
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る

以
上
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
本
質
的
に
相
反
す
る
概
念
と
捉

え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
普
遍
主
義
的
価
値
の
称
揚
が
自
由
主
義
と
寛
容

に
結
び
つ
き
、
固
有
性
の
価
値
が
権
威
主
義
と
不
寛
容
を
帰
結
す
る
と
い
っ
た

(125) 

二
分
法
に
は
、
既
に
批
判
も
あ
る
。
他
方
で
、
佐
々
木
は
「
道
徳
的
自
由
」
を

主
張
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
忠
君
愛
國
」
自
体
は
自
明
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
そ
れ
は
自
発
的
に
公
的
責
任
を
担
い
政
治
参
加
す
る
と
い
う
政
治
的

な
生
き
方
が
、
そ
う
で
な
い
生
き
方
よ
り
優
れ
て
い
る
と
道
徳
主
義
的
に
単
純

化
す
る
可
能
性
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
立
憲
非
立
憲
」

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
枠
組
み
を
乗
り
越
え
た
大

正
期
理
解
の
な
か
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
時
代
の
特
徴
を
よ
く
反
映
し
た
著

国
家
総
動
員
法
や
新
体
制
運
動
な
ど
、
法
と
現
実
政
治
と
の
関
係
が
論
点
と

な
る
一
九
―
―

1
0
年
代
後
半
に
お
い
て
、
佐
々
木
は
憲
法
に
従
っ
た
政
治
を
求
め

(126) 

る
論
陣
を
張
る
が
、
そ
の
際
に
も
国
民
道
徳
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国

体
制
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿

(22) 
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(
l
)

有
馬
学
『
「
国
際
化
」
の
中
の
帝
国
日
本
』
（
中
央
公
論
新
社
、

―
―
頁
。

(
2
)

今
野
元
『
吉
野
作
造
と
上
杉
懺
吉
1

日
独
戦
争
か
ら
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

へ
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二

0
一
八
年
）
一
〇
一
ー
―
―
二
頁
。

(
3
)

国
民
道
徳
論
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
鵜
沼
裕
子
「
国
民
道
徳
論
を
め
ぐ
る

論
争
」
（
今
井
淳
／
小
澤
富
夫
編
『
日
本
思
想
論
争
史
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七

九
年
）
、
森
川
輝
紀
『
国
民
道
徳
論
の
道
ー
「
伝
統
」
と
「
近
代
化
」
の
相

克
』
（
三
元
社
、
二

0
0
三
年
）
、
関
口
す
み
子
『
国
民
道
徳
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
0
七
年
）
を
参
照
。

(
4
)

大
石
慎
『
日
本
憲
法
史
〔
第
二
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
二

0
0
五
年
）
二
八
ニ
ー

ニ
八
三
頁
。

(
5
)

松
本
三
之
介
「
「
民
本
主
義
」
の
歴
史
的
形
成
」
（
『
年
報
政
治
学
』
第
八
号
、

一
九
五
七
年
）
―
-
六
頁
、
今
井
清
一
「
解
説
」
（
同
編
『
大
正
思
想
集
ー
』
筑

摩
書
房
、
一
九
七
八
年
）
四
七

O
I四
七
一
頁
、
松
尾
尊
兌
「
佐
々
木
惣
一
と

H
本
の
自
由
主
義
」
（
「
世
界
』
第
四
五
八
号
、
一
九
八
四
年
一
月
）
二
五

0
頁、

太
田
雅
夫
『
増
補
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
|
|
＇
知
識
人
の
思
想
と
運
動
』

（
新
泉
社
、
一
九
九

0
年
）
一
九

0
頁
、
石
川
健
治
「
解
説
」
（
佐
々
木
惣
一

『
立
憲
非
立
憲
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二

0
一
六
年
）
二
ニ
三
ー
ニ
ニ
六
頁
な

ど
。
選
挙
応
援
に
か
け
つ
け
る
「
民
本
主
義
憲
法
学
者
」
と
し
て
の
佐
々
木
に

つ
い
て
、
松
尾
尊
兌
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
一

0
六
-
1
0
八
頁
を
参
照
。

(
6
)

近
年
で
は
、
石
川
健
治
「
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
卵

I

注

を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

一
九
九
九
年
）

「
非
立
憲
」
政
権
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
た
」
（
『
世
界
』
八
七
二
号
、
二
〇

一
五
年
八
月
）
に
お
け
る
参
照
の
さ
れ
方
が
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

鵜
沼
前
掲
「
国
民
道
徳
論
を
め
ぐ
る
論
争
」
三
五
六
頁
。

(
8
)

宮
沢
俊
義
『
天
皇
機
関
説
事
件
』
上
（
有
斐
閣
、
一
九
七
0
年
）
七
ー
八
頁
、

高
見
勝
利
「
解
説
」
（
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
講
話
』
岩
波
文
庫
、
二

0
一
八
年
）

五
六
九
頁
以
下
。

(
9
)

松
尾
前
掲
「
佐
々
木
惣
一
と
日
本
の
自
由
主
義
」
二
四
七
、
二
五
五
頁
、
石

川
前
掲
「
解
説
」
二
四
四
、
二
四
九
ー
ニ
五

0
頁
。
佐
藤
健
太
郎
「
佐
々
木
惣

一
の
公
民
教
育
論
と
教
科
書
」
（
佐
藤
健
太
郎
ほ
か
編
『
公
正
か
ら
問
う
近
代
日

本
史
』
吉
田
書
店
、
二

0
一
九
年
）
は
、
佐
々
木
の
公
民
教
育
論
を
検
討
す
る

前
提
と
し
て
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
佐
々
木

が
国
民
道
徳
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

(10)

有
馬
学
「
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
再
検
討
と
新
た
な
射
程
」
（
『
岩
波
講
座

東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二

0
1
―
年
）
一
〇
一
頁
。

ま
た
、
住
友
陽
文
『
皇
国
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
（
有
志
舎
、
二

0
―
一
年
）

は
、
君
民
関
係
を
道
徳
的
関
係
と
し
て
位
置
付
け
る
「
国
体
」
論
と
「
民
本
主

義
」
を
対
立
的
に
捉
え
ず
、
両
者
の
結
び
つ
き
を
積
極
的
に
見
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
。

(11)

こ
の
点
に
注
目
し
て
佐
々
木
を
取
り
上
げ
た
文
献
に
、
互
盛
夫
『
日
本
国
民

で
あ
る
た
め
に
1

民
主
主
義
を
考
え
る
四
つ
の
問
い
』
（
新
潮
社
、
二

0
一
六

年
）
六
一
＝
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
石
川
前
掲
「
解
説
」
（
ニ
ニ
九
頁
）
も
、
朝
永

三
十
郎
と
関
連
さ
せ
て
言
及
し
て
い
る
。
な
お
本
稿
執
筆
中
に
接
し
た
、
路
剣

虹
「
佐
々
木
惣
一
に
お
け
る
「
国
民
」
「
国
家
」

1

帝
国
憲
法
か
ら
日
本
国
憲

法
へ
」
（
『
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と
文
化
』
第
一

0
号
、
二

0
一
九
年
三
月
）
は
、

敗
戦
直
後
に
軸
足
を
置
い
た
研
究
で
あ
る
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
と
近
い
。
但

し
佐
々
木
に
お
け
る
「
国
民
」
「
国
家
」
の
意
味
を
論
じ
る
に
は
、
後
述
す
る
よ

う
に
「
法
論
」
と
「
政
論
」
の
区
別
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

(23) 
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る。

(12)

井
端
正
幸
「
伝
統
的
憲
法
学
の
抵
抗
と
限
界
1

佐
々
木
惣
一
の
立
憲
君
主

制
論
を
中
心
に
」
（
「
龍
谷
法
学
』
第
一
七
巻
第
三
号
、
一
九
八
四
年
―
二
月
）
、

出
原
政
雄
「
佐
々
木
惣
一
に
お
け
る
自
由
主
義
と
憲
法
学
＇
~
「
国
体
」
論
の

内
実
と
変
遷
を
中
心
に
し
て
」
（
『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
六
五

号
、
一
九
九
六
年
二
月
）
。

(13)

小
林
孝
輔
「
佐
々
木
惣
こ
（
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
六
0
年
四
月
号
）
五

九
ー
六
0
頁。

(14)

田
畑
忍
「
憲
法
学
に
於
け
る
論
理
主
義
的
法
実
証
主
義

I

小
林
教
授
の
批

判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
」
（
『
同
志
社
法
學
』
第
七
一
号
、
一
九
六
二
年
五
月
）

―
―
頁
。

(15)

大
石
慎
「
あ
と
が
き
」
（
佐
々
木
惣
一
『
憲
政
時
論
集
11
』
信
山
社
、
一
九
九

八
年
）
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
と
そ
の
出
物
語
ク
性
』
（
有
斐
閣
、
二

0
0
三
年
）
、

伊
崎
文
彦
「
佐
々
木
惣
一
の
立
憲
主
義
論
と
自
由
主
義
思
想
の
展
開
」
（
「
都
市

文
化
研
究
』
第
一
―
号
、
二

0
0
九
年
）
、
石
川
前
掲
「
解
説
」
な
ど
。

(16)

佐
々
木
惣
一
「
大
戦
乱
と
平
和
思
想
東
西
雨
文
明
の
了
解
と
融
和
」
（
「
大
阪

毎
日
新
聞
』
一
九
一
四
年
―
二
月
二

0
日）。

(17)

佐
々
木
惣
一
「
國
家
獨
立
の
本
義
」
（
『
太
陽
』
第
ニ
―
巻
第
二
号
、
一
九
一

五
年
二
月
）
八
八
ー
八
九
頁
。

(18)

同
右
、
九
一
ー
九
二
頁
。

(19)

佐
々
木
惣
一
「
戦
局
と
波
蘭
民
族
」
（
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
一
五
年
一
月

六
日
）
。

(20)

佐
々
木
惣
一
「
大
戦
胤
と
平
和
思
想
平
和
運
動
と
日
本
の
覺
悟
如
何
」
（
『
大

阪
毎
H
新
聞
』
一
九
一
四
年
―
二
月
一
三
日
）
。

(21)

佐
々
木
惣
一
「
戦
後
の
内
政
と
外
政
軍
國
主
義
と
國
際
信
義
に
就
て
」
（
『
大

阪
毎
日
新
聞
』
一
九
一
七
年
一
月
四

8
)
。

(22)

佐
々
木
惣
一
『
立
憲
非
立
憲
』
（
弘
文
堂
、

一
九
一
八
年
）
序
゜

(23)

『
東
京
朝
8
新
聞
」
一
九
一
八
年
一

0
月
一
三
日
。

(24)

吉
野
作
造
「
小
題
小
言
」
（
『
中
央
公
論
』
第
三
四
年
第
一
号
、

一
月
）
一
五
五
頁
。

(25)

「
吉
野
作
造
選
集
14
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
二
九
、
六
八
、
八

0
、

―二

0
、
一
四
二
、
一
六
四
、
ニ
―
-
、
二
七
九
、
三
七
0
頁。

(26)

佐
々
木
惣
一
「
立
憲
非
立
憲
」
（
前
掲
『
立
憲
非
立
憲
』
）
一
、
七
ー
八
頁
。

(27)

吉
野
作
造
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
清
す
の
途
を
論
ず
」

（
『
中
央
公
論
」
第
三
一
年
第
一
号
、
一
九
一
六
年
一
月
）
三
七
頁
。

(28)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
六
ー
七
頁
。

(29)

同
右
、
九
、
一
五
ー
一
六
頁
。

(30)

同
右
、
一
八
ー
一
九
頁
。

(31)

同
右
、
三
六
頁
。

(32)

同
右
、
四
二
頁
。

(33)

同
右
、
四
五
頁
。

(34)

同
右
、
四
七
頁
。

(35)

佐
々
木
惣
一
「
我
が
立
憲
制
度
の
由
来
」
（
前
掲
『
立
憲
非
立
憲
』
）
二

0
四

頁。

(36)

同
右
、
二

0
九
頁
。

(37)

同
右
、
ニ
ニ
八
頁
。

(38)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
八
0
頁。

(39)

同
右
、
八
四
ー
八
五
頁
。

(40)

同
右
、
八
七
頁
。

(41)

佐
々
木
惣
一
「
憲
法
裁
判
所
設
置
の
議
」
（
前
掲
『
立
憲
非
立
憲
』
）
三
三
一

頁。

(42)

同
右
、
一
二
四
五
頁
。

(43)

吉
野
前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
清
す
の
途
を
論
ず
」

0
三
頁
。
引
用
部
分
の
強
調
は
原
文
の
も
の
（
以
下
同
じ
）
。

一
九
一
九
年

(24) 
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(44)

室
伏
高
信
「
現
代
の
政
論
家
と
大
山
郁
夫
（
現
代
新
人
評
論
）
」
（
『
新
小
説
』

第
二
三
年
第
一
号
、
一
九
一
八
年
一
月
）
七
七
ー
八

0
頁。

(45)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
八
九
ー
九

0
頁。

(46)

同
右
、
九

O
I九
六
頁
。

(47)

佐
々
木
惣
一
「
貴
族
院
の
櫂
威
の
営
、
不
営
」
（
『
中
央
公
論
』
第
三
一
年
第

二
号
、
一
九
一
六
年
二
月
）
八
四
頁
。

(48)

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
0
六
年
）
―
-
五
頁
。

(49)

吉
野
作
造
「
蘇
峯
先
生
著
「
時
務
一
家
言
」
を
讀
む
」
（
「
新
人
』
第
一
五
巻

第
一

0
号
、
一
九
一
四
年
一

0
月
）
一

0
二
頁
。

(50)

吉
野
前
掲
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
清
す
の
途
を
論
ず
」
一

0
一頁。

(51)

美
濃
部
達
吉
「
立
憲
治
下
に
於
け
る
政
治
道
徳
」
（
「
慶
應
義
塾
學
報
』
第
一

八
八
号
、
一
九
一
三
年
三
月
）
二
五
頁
。

(52)

小
野
塚
喜
平
次
『
政
治
學
大
綱
』
上
巻
（
博
文
館
、
一
九

0
1
―
一
年
）
一
三
二

ー
―
―
―
一
三
頁
。

(53)

上
杉
憤
吉
「
非
立
憲
」
（
『
日
本
法
政
新
誌
』
第
一

0
巻
第
三
号
、
一
九
〇
六

年
三
月
）
―
-
三
貝
。

(54)

佐
々
木
惣
一
「
法
學
ノ
罷
系
(
-
)
」
（
『
法
學
論
叢
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九

一
九
年
一

0
月
）
四
五
ー
四
六
頁
。

(55)

拙
稿
「
明
治
期
の
佐
々
木
惣
一
ー
「
法
律
学
的
研
究
」
に
お
け
る
西
洋
と

日
本
」
（
『
文
学
研
究
論
集
』
第
五
二
号
、
明
治
大
学
大
学
院
、
二

0
二
0
年
ニ

月）。

(56)

佐
々
木
惣
一
「
法
規
範
と
法
外
の
規
範
ー
一
種
の
法
萬
能
論
に
及
ぶ
」

（
「
公
法
雑
誌
」
第
六
巻
第
一
―
号
、
一
九
四

0
年
―
一
月
）
―
-
八

I
-
―
九

頁。

(57)

佐
佐
木
惣
一
「
政
治
に
対
す
る
反
動
と
反
省
」
（
『
日
本
及
日
本
人
』
第
六
九

六
号
、
一
九
一
七
年
一
月
）
二
三

0
頁
。
な
お
佐
々
木
は
「
立
憲
的
」
「
非
立
憲

的
」
と
は
「
明
確
に
意
識
し
て
居
な
く
と
も
、
自
然
に
理
解
せ
ら
れ
て
居
る
所

の
一
種
の
意
味
を
以
つ
て
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
」
の
で
あ
り
、
「
決
し
て
外
國
語
の

翻
謁
で
も
何
で
も
な
い
」
と
す
る
。
更
に
不
成
典
憲
法
国
で
あ
る
「
英
吉
利
の

ア
ン
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
は
違
憲
（
又
は
場
合
に
依
て
準
違
憲
）
と
謁

す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
非
立
憲
的
と
諄
す
る
は
よ
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

（
同
右
、
二
四
三
頁
）
。

(58)

佐
々
木
惣
一
『
日
本
憲
法
要
論
』
（
金
刺
芳
流
堂
、
一
九
―
―

1
0
年
）
―

-I-

五
頁
。

(59)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
九
八
ー
九
九
頁
。
石
川
前
掲
「
解
説
」
に
よ

れ
ば
、
佐
々
木
の
「
責
任
」
論
に
は
、
朝
永
一
二
十
郎
『
近
世
に
於
け
る
「
我
」

の
自
覺
史
』
（
東
京
賓
文
館
、
一
九
一
六
年
）
と
の
連
関
が
あ
っ
た
と
い
う
。

(60)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
五
二
頁
。

(61)

同
右
、
六
九
ー
七
三
頁
。

(62)

同
右
‘
1
0
0
|
1
0
一
頁
。

(63)

佐
々
木
惣
一
「
一
票
の
投
げ
所
」
（
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
』
）
二
九
八
ー
ニ
九

九
頁
。

(64)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
一

0
1
|
1
0
二
頁
。

(65)

同
右
‘
1
0
ニ
ー
一

0
-
―一頁。

(66)

同
右
‘
1
0
四
頁
。

(67)

尾
高
朝
雄
が
ノ
モ
ス
主
権
論
を
展
開
し
た
際
に
、
主
権
概
念
を
「
櫂
力
概
念
」

か
ら
「
責
任
概
念
」
へ
と
改
鋳
す
る
こ
と
を
説
き
、
ま
た
井
上
達
夫
が
、
人
民

を
統
治
の
「
責
任
主
体
」
と
見
る
「
批
判
的
民
主
主
義
」
を
提
起
し
て
い
る
こ

と
は
、
憲
法
体
制
の
差
異
を
超
え
た
示
唆
に
富
む
（
尾
高
朝
雄
「
國
民
主
櫂
と

天
皇
制
」
國
立
書
院
、
一
九
四
七
年
、
七
八
頁
、
井
上
達
夫
『
現
代
の
貧
困
』

岩
波
書
店
、
二

0
0
一
年
、
一
九
八
頁
）
。
佐
々
木
と
尾
高
の
責
任
論
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
互
前
掲
「
日
本
国
民
で
あ
る
た
め
に
」
二
五
五
頁
以
下
に
指
摘
が

あ
る
。

(25) 
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(68)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
一

0
七
-
1
0
八
頁
。

(69)

佐
々
木
は
地
方
自
治
を
論
じ
て
、
「
自
分
の
選
ん
だ
も
の
は
自
分
の
分
身
で
あ

る
か
ら
営
然
尊
敬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
佐
々
木
惣
一
「
地

方
自
治
の
腐
敗
と
其
刷
新
（
下
）
」
「
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
一
七
年
五
月
一
八

日
）
。
な
お
、
互
前
掲
「
日
本
国
民
で
あ
る
た
め
に
」
六
七
頁
も
参
照
。

(70)

ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
（
芦
部
信
喜
ほ
か
訳
）
「
一
般
国
家
学
』
（
学
陽

書
房
、
一
九
七
四
年
）
四
五
九
頁
。

(71)

牧
原
憲
夫
『
客
分
と
国
民
の
あ
い
だ
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
一
七

六
ー
一
八
三
頁
。

(72)

佐
々
木
惣
一
『
普
通
選
攀
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二

0
年
）
四
三
ー
四
四
頁
。

(73)

同
右
、
三
七
、
三
八
ー
三
九
頁
。

(74)

同
右
、
ニ
―
頁
。

(75)

小
熊
英
一
一
『
〈
日
本
人
〉
の
境
界
』
（
新
曜
社
、
一
九
九
八
年
）
。

(76)

佐
々
木
惣
一
「
政
治
に
蹄
れ
(
+
三
）
」
（
「
大
正
日
日
新
聞
』
一
九
二

0
年
一

月
二
八
日
）
。

(
7
7
)佐
々
木
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
」
九
七
—
九
八
頁
。

(78)

同
右
‘
1
0
七
頁
。

(79)

同
右
、
一

0
九
頁
。

(80)

佐
々
木
惣
一
「
立
憲
教
育
の
意
義
及
び
方
法
」
（
『
大
學
評
論
』
第
一
巻
第
六

号
、
一
九
一
七
年
六
月
）
―
-
三
頁
。

(81)

同
右
、
三
六
頁
。

(82)

佐
々
木
惣
一
「
教
育
に
魂
を
入
れ
よ
（
上
）
」
（
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
一
七

年
―
一
月
八
日
）
。

(83)

佐
々
木
惣
一
「
我
國
に
於
け
る
政
治
教
育
に
つ
い
て
」
（
『
帝
國
教
育
』
第
六

八
0
号
、
一
九
三
五
年
九
月
）
九
頁
。

(84)

佐
々
木
惣
一
「
憲
法
上
よ
り
観
た
る
新
内
閣
」
（
「
大
阪
毎
日
新
聞
』

六
年
一

0
月
六
・
七
日
）
。

一
九

(85)

佐
々
木
惣
一

五
頁
。

(86)

佐
々
木
前
掲
「
一
票
の
投
げ
所
」
三
一

O
I三
二

0
頁。

(87)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
―
一
八
頁
。

(88)

嘉
戸
一
将
「
「
忠
君
」
と
「
愛
国
」

1

明
治
憲
法
体
制
に
お
け
る
「
明
治
の

精
神
」
」
（
鈴
木
徳
男
／
嘉
一
戸
一
将
編
「
明
治
国
家
の
精
神
史
的
研
究
』
以
文
社
、

二
0
0
八
年
）
。

(89)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
三
五
ー
一
三
八
頁
。

(90)

同
右
、
一
四
一
頁
。

(91)

同
右
、
一
五
一
頁
。

(92)

同
右
、
一
五
二
頁
。

(93)

同
右
、
一
五
四
ー
一
五
五
頁
。

(94)

上
杉
懺
吉
『
帝
國
憲
法
綱
領
』
訂
正
増
補
三
版
（
有
斐
閣
、
一
九
一
四
年
）

一
頁
。

(95)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
五
六
頁
。

(96)

佐
々
木
惣
一
「
國
家
思
想
と
は
何
ぞ
」
（
「
中
外
日
報
j

―
九
一
九
年
八
月
三

日）。

(97)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
五
八
ー
一
六
五
頁
。

(98)

佐
々
木
惣
一
「
現
代
の
政
治
と
信
念
」
（
前
掲
「
立
憲
非
立
憲
』
）
二
六
五
ー

ニ
七
二
貝
゜

(99)

佐
々
木
惣
一
「
文
化
園
へ
[
朝

H
講
演
會
ご
(
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
了
九
了
七

年
一
月
二
七
日
）
、
佐
々
木
前
掲
『
日
本
憲
法
要
論
』
七
三
ー
七
四
頁
。

(100)

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
菅
野
喜
八
郎
訳
）
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
（
長

尾
龍
一
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
ー
』
慈
学
社
、
二

0
0
七
年
）
ニ

八
五
頁
。

(101)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」

(102)

同
右
、
一
六
六
頁
。

一
六
七
ー
一
六
八
頁
。

「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
（
前
掲
『
立
憲
非
立
憲
」

(26) 
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一
九
二

0
年
一
月

(103)

平
山
洋
「
丁
酉
倫
理
会
」
（
子
安
宣
邦
監
修
「
日
本
思
想
史
辞
典
』
ぺ
り
か
ん

社
、
二

0
0
一
年
）
三
六
四
頁
。

(104)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
六
八
頁
。

(105)

同
右
、
一
七

0
頁。

(106)

同
右
、
一
七
五
頁
。

(107)

同
右
、
一
七
六
頁
。

(108)

吉
野
作
造
「
民
本
主
義
と
國
罷
問
題
」
（
『
大
學
評
論
』
第
一
巻
第
一

0
号、

一
九
一
七
年
一

0
月
）
五
三
ー
五
四
頁
。

(109)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
七
九
ー
一
八

0
頁。

(110)

丸
山
慎
男
「
忠
誠
と
反
逆
」
（
同
『
忠
誠
と
反
逆
ー
転
形
期
日
本
の
精
神
史

的
位
相
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
）
一
八
ー
一
九
頁
。

(lll)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
八
七
頁
。
こ
の
内
容
は
「
立

憲
非
立
憲
」
五
五
ー
五
八
頁
と
対
応
し
て
い
る
。

(112)

佐
々
木
前
掲
『
日
本
憲
法
要
論
』
三
八

0
頁。

(113)

佐
々
木
前
掲
「
立
憲
政
治
の
道
徳
的
意
味
」
一
八
八
ー
一
九
二
頁
。

(114)

同
右
、
一
九
―
|
―
九
二
頁
。

(115)

藤
井
健
治
郎
「
立
憲
思
想
の
根
本
義
及
び
そ
の
現
代
と
の
闘
係
」
(
『

T
酉
倫

理
會
倫
理
講
演
集
』
第
一
六
四
輯
、
一
九
一
六
年
四
月
）
六
二
頁
。
傍
点
を
省

略。

(
1
1
6
)
同
右
、
六
六
—
六
七
頁
。

(117)

藤
井
健
治
郎
「
國
民
道
徳
と
自
由
思
想
」
（
「
丁
酉
倫
理
會
倫
理
講
演
集
』
第

一
八
五
輯
、
一
九
一
八
年
一
月
）
一
―
ニ
ー
―
―
五
‘
―
二
七
I
―
二
八
頁
。

(118)

穂
積
八
束
『
國
民
道
徳
の
要
旨
』
（
國
定
教
科
書
共
同
販
賣
所
、
一
九
―
二

年
）
一
三
ー
一
四
頁
、
井
上
哲
次
郎
『
増
訂
國
民
道
徳
概
論
J

(
三
省
堂
、
一

九
一
八
年
）
二

0
四
ー
ニ
三
五
頁
、
藤
井
健
治
郎
『
國
民
道
徳
論
』
（
北
文
館
、

一
九
二

0
年
）
一
九
ニ
ー
一
九
三
頁
。

(119)

佐
々
木
惣
一
「
政
治
に
蹄
れ
(
+
)
」
（
『
大
正
日
日
新
聞
』

二
五
日
）
。
こ
こ
で
佐
々
木
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
戸
水
寛
人
「
穂
積
八
束
君

ト
「
ロ
バ
ー
ト
、
フ
井
ル
マ
ー
」
」
（
「
法
學
協
會
雑
誌
』
第
一
八
巻
第
五
号
、
一

九
0
0年
五
月
）
で
あ
る
。

(120)

井
上
前
掲
『
増
訂
國
民
道
徳
概
論
』
三
八
九
ー
三
九

0
頁。

(121)

佐
々
木
惣
一
「
社
會
生
活
の
改
善
と
箇
人
の
債
値
」
（
『
大
學
評
論
』
第
一
巻

第
二
号
、
一
九
一
七
年
二
月
）
一
二
三
ー
三
四
頁
。

(122)

同
右
、
三
九
頁
。

(123)

佐
々
木
前
掲
「
一
票
の
投
げ
所
」
二
七
五
頁
。

(124)

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
公
共
的
責
任
に
つ
い
て
、
井
上
達
夫
の
議
論
を
参

照
し
た
（
井
上
達
夫
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
1

九
年
、
一
―
八
、
三
八
四
頁
）
。

(125)

塩
川
伸
明
『
民
族
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
1

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
難
問
』
（
岩

波
新
書
、
二

0
0
八
年
）
一
九
五
ー
一
九
七
頁
。

(126)

佐
々
木
惣
一
「
帝
國
憲
法
と
臣
民
道
」
（
佐
々
木
博
士
還
暦
祝
賀
會
編
『
佐
々

木
博
士
還
暦
祝
賀
記
念
』
非
売
品
、
一
九
一
二
八
年
）
な
ど
。
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大和友紀弘

Constitutional Politics and National Morality in 
Taisho Era Modern Japan: 

With Special Reference to the Issue of "Responsibility" Discussed in Rikken Hi-Rikken 

[Constitutional vs. Unconstitutional] by SASAKI Soichi 

YAMATO Yukihiro 

This paper discusses how SASAKI Soichi (1878-1965) related constitutionalism and 

democracy to people and state in his influential book Rikken Hi-Rikken [Constitutional vs. 

Unconstitutional] (1918), paying attention to Sasaki's explanation of constitutional politic as well 

as discussion of national morality. The author's discussion is distinguished from other 

historians'interpretation that Sasaki's publication of Rikken Hi-Rikken was simply an aspect of 

the Taisho Democracy along with YOSHINO Sakuzo (1878-1933), a political scientist who was a 

professor at the Tokyo Imperial University. 

In the year when Sasaki's book was published, the World War I ended, and Japanese 

participation in the War put Japan in unprecedented international position. Sasaki positively 

accepted the constitutionalism as universal value and viewed Japanese acceptance of 

constitutionalism as Japanese self-respect. He also considered it important that the separation 

of powers of administration and legislation limited sovereign power and encouraged people to 

participate in parliamentary government. Furthermore, he pointed out the "idea of 

responsibility" as the foundation of constitutionalism. He believed that all the people, 

regardless of their positions in the state, such as a minister or member of the National Diet, 

were responsible for the practice of politics. He also distinguished "illegal" from "unconstitu-

tional." He argued that being legal did not always mean to be constitutional. His idea of 

constitutional politics was that politicians must not be illegal and at the same time must not take 

any unconstitutional actions. People must not view politicians as "others." and Sasaki 

cautioned that people should not criticize the administration for the sake of criticism. To 

Sasaki, the constitutionalism meant a method by which people who were responsible, through 

the elected administration, for controlling their own life and realizing the social values. 

Sasaki's interest in people's self-consciousness of responsibility resulted in tying 

constitutional politics and national morality. Because he feared that the constitutional politics 

would just remain to be a superficial system adopted from the West, he thought that the 

consideration of national morality in the context of constitutionalism would complement the 

Japanese constitutionalism. His publication of Rikken Hi-Rikken that coupled the realization of 

constitutional politics with the idea of "loyalty and patriotism" represented aspects of Taisho 

Japan that can not be accounted for by a simple framework of democracy vs. nationalism. 

Keywords: Modern Japanese history, political thought, nation state, national polity, Taisho 

Democracy, nationalism. 
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